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はしがき 

 

 本報告書は、大阪大学男女共同参画白書の刊行（平成 22 年 2 月）以降の平成 22 年度及

び平成 23 年度の取組を記載したものです。 

 

 

 

                      大阪大学男女共同参画推進オフィス 



2 

 

 

第 I 章 平成 22・23 年度における取り組み 

 

１．女性研究者支援モデル育成事業「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成」 

の事後評価 

 

 平成 19 年度から 21 年度に実施した「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖」事業につ

いて、平成 22 年度に事後評価が実施され、事業期間中の活動内容をとりまとめた成果報告

書を作成し、平成 22 年 7 月にＪＳＴに提出した。同年 10 月にはＪＳＴによるヒアリング

が実施され、平成 23 年 1 月 31 日に評価結果が公表された。 

 総合評価はＡ判定となり（判定基準はＳ，Ａ，Ｂ，Ｃの４段階）、所定の計画と同等の取

組が行われたと評価された。高く評価されるものとして、研究支援員制度の構築、保育施

設の整備、常勤女性教員の増加に関する数値目標の達成が取り上げられた。特に研究支援

員制度については、「女性研究者の支援と、研究支援員の育成を両立させるサポート連鎖も

成果を挙げていると評価できる」とされており、他機関の参考となるように一層の充実を

期待されている。 

 今後期待されている事項としては、研究支援員制度のさらなる充実以外に、学内保育園

の定員増、多様な保育サービスの充実、上位職での女性教員の採用促進などとなっている。 

 これらの指摘事項については、以下のような改善を行った。 

学内保育園の定員増加については、平成 23 年度から定員を 99 名からさらに 125 名に増

加させた。また豊中キャンパスにおける保育園の設置が決定され、「まちかね保育園」とし

て、平成 24 年 10 月の開園に向けて準備が進められている。 

多様な保育サービスについては、保育園ボランティア制度が発足し、本学学生ボランテ

ィアによる活動が行われるようになってきている（８－８．保育園ボランティア制度の発

足 参照）。 

上位職での女性教員の採用促進については、平成 23 年度から、女性教授・准教授の採用・

昇任について、大学留保ポスト等の活用を開始した（５－４．女性教員の採用等に係る大

学留保ポスト等の活用 参照）。 
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ＪＳＴ公表資料「平成 22 年度出科学技術振興調整費の評価について」 

「女性研究者支援モデル育成」事業事後評価（大阪大学） 

 

 

（事後評価） 

次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成  

（実施期間：平成19～21年度）  

実施機関：大阪大学（代表者：鷲田 清一）  

課題の概要  

「多様な人材活用推進委員会」のもと「女性研究者キャリア・デザインラボ」及びＮＰＯ

法人「阪大ワーク＆ライフサポート」を新設し、「キャンパスデザイン室」や附属病院と

連携して、女性研究者に有効で綿密な支援を行い、大学全体の継続的キャンパスプランと

して女性研究者育成に取り組む。  

「研究支援員制度」では、院修了者や学生を「支援研究者」「研究補助員」として雇用・

派遣し、女性研究者への支援を行うだけでなく、ロールモデルとの身近な交流の機会を提

供し啓発することにより次世代の女性研究者を育成する。  

女子学生を対象とした講義やセミナーを実施し、女性キャリアに関する地域連携型学際的

研究を推進して研究成果を発信する。女性研究者のネットワークを構築して情報や問題の

共有化を図る。  

学内保育所においては保育定員を拡充する。また、多数の保育ボランティアの登録を行う

ことにより、学生の女性研究者支援意識の向上や育児力育成を図るとともに、女性研究者

への多様な保育サービスを実施する。  

これらの制度・活動によって、現在の女性研究者支援だけでなく、次世代の女性研究者の

育成となる「女性研究者サポート連鎖」を形成する。  

 

（１）総合評価（所期の計画と同等の取組が行われている）  

出産・育児期の女性研究者に対する研究支援員制度の構築、保育施設の整備、男女共同

参画に関する教育・研究、女性教員数増の４つの取組を軸に推進し、女性研究者のライフ

ステージに合わせた包括的両立支援を構築している。常勤女性教員の増加、保育施設整備

など所期の計画はほぼ達成しており、女性研究者の支援と、研究支援員の育成を両立させ

るサポートの連鎖も成果を挙げていると評価できる。今後は、上位職での女性教員の採用

がさらに進むことを期待する。  

＜総合評価：Ａ＞  

（２）個別評価  

①目標達成度  

育児中の女性研究者への研究支援員制度の構築、理工系部局における女性研究者数増な
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ど、所期の目標は概ね達成している。特に女性研究者数増加については、部局ごとに目標

値を設定し達成までフォローを適切に行う等の取組は評価できる。しかし、学内保育園の

定員増、多様な保育サービスの提供は目標達成の途上にあることから、今後の継続的な取

組を期待する。  

 

②システム改革の成果  

全学的なニーズ調査を行い、その結果を踏まえ研究支援員制度、保育園の新設など大学

全体の改革を推進するとともに、「くるみんマーク」を取得したことは評価できる。また、

医学系研究科保健学専攻を除く全ての理工系部局長に対し、女性研究者採用目標設定の要

請やヒアリングを実施することで女性研究者数増を実現させおり、適切なシステム改革が

行われたと判断できる。  

 

③取組の妥当性・効率性  

女性研究者支援の実施に当たり、アンケート調査や部局ヒアリングによるニーズ調査が行

われていること及び自己資金の適正な投入を行ったことにより、女性研究者支援の仕組み

が構築できたと評価できる。研究支援員制度においては、女性研究者の支援と研究支援員

の育成を両立させるサポートの連鎖が成果を挙げていることから、取組は妥当と評価でき

る。  

 

④波及効果  

取組の成果について、地元自治体や企業と連携したシンポジウム等を通して学内外へ発

信し、その結果として「阪大方式」について他機関からの照会が多くなっていること、総

長名による「男女共同参画推進のための阪大プリンシプル」の公表などにより、波及効果

があったと評価できる。今後は、女性研究者の支援と研究支援員の育成を同時に実現する

「研究支援員制度」を他機関の参考となるよう一層の充実を期待する。  

 

⑤実施体制の妥当性  

総長が「男女共同参画推進委員会」の委員長となり、総長の主導のもとで全学組織であ

る「多様な人材活用推進委員会」、「女性研究者キャリア・デザインラボ」を設置し、全

学体制で女性研究者支援を推進する体制が構築されていることは評価できる。  

 

⑥実施期間終了後における取組の継続性・発展性  

事業終了後の実施体制及び取組課題が明確に示されるとともに、充実した資金計画が整

備されていることから、大学の事業継続に対する意欲及び発展性は評価できる。継続的な

事業の推進に当たっては、専任教授を擁した「男女共同参画推進オフィス」を設置してお

り、今後も有効な支援策が継続的に実施されることを期待する。  



5 

 

 

（３）評価結果 

総合評価 目標達成度 システム改

革の成果 

取組の妥当

性・効率性 

波及効果 実 施 体 制

の妥当性 

実施期間終

了後におけ

る取組の継

続性・発展性 

Ａ a a a a a a 
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２．第 2 期中期目標・中期計画 

 多様な人材の活用を促進すること、特に男女共同参画を進め女性教員の数を増加させる

ことは、大阪大学の第 2 期中期目標・中期計画（平成 22 年度～27 年度）においても重要

な柱になっている。中期目標においては、教職員人事の活性化が掲げられ、大学の多様な

諸活動を支えるため、教職員人事の活性化と人事制度の柔軟な運用を推進することとされ

た。また、中期計画においては、男女共同参画や障害者雇用など社会が求める雇用の環境

改善に努め、多様な人材を確保することとしている。重点指標として、女性教職員在職者

数等をあげ、進捗を測っていくこととなっている。 

「大阪大学活動方針 2011」においては、男女共同参画に関する方針を以下のように記載

している。 

 ・主な取組事項「キャリア形成支援等による女性研究者の活躍促進、および障害者雇用 

促進のための職域拡大等に努め、より一層多様な人材の活用を促進する。」 

 ・大学運営の業務改善への不断の取組「多様な人材の確保等」の項目で、「男女共同参画、 

  障害者雇用等社会が求める雇用環境の改善に対応した取り組みを行う。」 

 ・地域との連携や安全・環境に配慮したキャンパス整備の推進 

    教職員・学生の保育支援を充実させるため、吹田地区保育園の定員を増やすととも 

に、豊中地区に新たに保育園を整備する。 

 ・ハラスメントの防止を推進するとともに、メンタルケア等を充実させ、快適な教育研 

究・職場環境の確保に努める。 

 また、年度計画においては、男女共同参画に関連する記載として、これまでの平成 22 年

度及び平成 23 年度について、それぞれ以下のとおり定められている。 

 ・平成 22 年度 国立大学法人大阪大学年度計画（平成 22 年 3 月 31 日文部科学省提出） 

  （抄） 

   Ⅱ 業務運営の改善及び効率化の関する目標を達成するための措置 

   １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

    １８－２－１．  

      多様な人材を確保するために、体制を整備し、特に男女共同参画体制を強化 

する。また、障害者の雇用を促進する。 

 ・平成 23 年度 国立大学法人大阪大学年度計画（平成 23 年 3 月 31 日文部科学省提出） 

                     （平成 23年 12月 1 日文部科学省変更届出） 

  （抄） 

   Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

   １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

    １８－２－１ 

      多様な人材を確保するために、社会が求める雇用の環境改善に努め、その体制 

をより一層整備する。また、女性教職員の登用及び障害者の雇用を一層促進する。
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さらに、法人化後必要となったスキルを有する者を確保・育成できる方策を策定

する。 

 

 現在、平成 24 年度から 27 年度を計画期間とする「大阪大学男女共同参画推進基本計画」

が、平成 24 年度はじめの策定を目指して検討過程にある。平成 24 年度以降の年度計画に

ついては、この基本計画の実施を中心とした行程となる。具体的には、平成 26 年度には基

本計画の中間評価を実施し、27 年度に基本計画最終年度実施状況確認を行うこととなる。 

 

 

３．男女共同参画推進に関する新体制 

 平成 18 年度から 21 年度末までの 4 年間活動してきた「多様な人材活用推進委員会」や、

平成 19 年 9 月から 21 年度末まで活動してきた「女性研究者キャリア・デザインラボ」に

よる体制は、いろいろな活動を行う際に決定権がなく、すべて役員室（人事労務室）の判

断を仰がなければならないという構造上の問題があり、十分効率的な活動ができなかった

側面がある。 

その反省を生かし、下図のような新体制を構築した。これには大きく分けて 3 つの改革

がある。 

① 総長直轄の「男女共同参画推進委員会」の新設（平成 22 年 1 月） 

② 人事労務室に「多様な人材活用推進本部」（人事労務担当理事が本部長）を併設 

 （現在の「多様な人材活用推進委員会」から移行） 

③ 上記「多様な人材活用推進本部」内に「男女共同参画推進オフィス」（室長は専任教

授）を設置 

 （「女性研究者キャリア・デザインラボ」から移行） 
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（男女共同参画に係る体制図）（平成 22 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 このような新体制により、「男女共同参画推進オフィス」で企画立案した事項が、「多様

な人材活用推進本部」や、総長や部局長で構成される「男女共同参画推進委員会」にあげ

られ、速やかに全学へ伝達される仕組みができあがった。 

 また専任の教授（男女共同参画推進オフィス室長）を置くことで、これまで兼任教員が

過剰な負担の中で行ってきたさまざまな活動が、よりスムーズに進められることとなった。

さらに、多様な人材活用推進本部が人事労務室に併設されたことにより、男女共同参画に

関する事務担当部署（多様な人材活用推進室）が総務部人事課内にできた。これにより、

明確な事務組織のバックアップがなかった、平成 21 年度以前の体制より格段に効率的な運

営がなされるようになった。 

 なお、平成 24 年度からは、迅速な大学の意志決定を行うため運営体制全体のスリム化を

図る趣旨から、多様な人材活用推進本部は廃止されることとなっている。 
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大阪大学男女共同参画推進委員会規程（平成 24 年 4 月 1 日改正予定） 

 

（設置） 

第１条 大阪大学に大阪大学男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、男女共同参画に関する重要な事項について審議するとともに、男女共同 

参画に関する必要な連絡及び調整を行うことを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（1） 総長 

（2） 理事 

（3） 各学部長 

（4） 各研究科長 

（5） 各附置研究所長 

（6） 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長 

（7） 附属図書館長 

（8） 国際教育交流センター長、総合学術博物館長、大学教育実践センター長、世界言

語研究センター長、日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長、サ

イバーメディアセンター長及びレーザーエネルギー学研究センター長 

（9） 総務企画部長 

（10） その他委員長が必要と認めた者 

 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

 

（事務） 

第６条 委員会に関する事務は、総務企画部多様な人材活用推進支援室で行う。 
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（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年 １月 １日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 
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大阪大学多様な人材活用推進本部要項（平成24年3月31日廃止予定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、大阪大学多様な人材活用推進本部（以下「本部」という。）に関し必 

要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 本部は、本学における多様な人材の積極的活用に関し、企画及び立案を行うとと 

もに推進し、あわせて教職員・学生の意識向上を図ることを目的とする。 

 

（業務） 

第３条 本部は、次の各号に掲げる事項について審議し、推進する。 

（１）多様な人材活用推進方策の企画、立案及び提言に関すること。 

（２）多様な人材活用推進のための啓発に関すること。 

（３）多様な人材活用のための環境整備に関すること。 

（４）その他多様な人材活用に関すること。 

 

（組織） 

第４条 本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）人事労務室長 

（２）総合計画室から選ばれた室員１名 

（３）教育・情報室から選ばれた室員1 名 

（４）研究・産学連携室から選ばれた室員1 名 

（５）人事労務室から選ばれた室員1 名 

（６）広報・社学連携室から選ばれた室員１名 

（７）国際交流室から選ばれた室員1 名 

（８）その他人事労務室長が必要と認めた者 

２ 前項第8 号の委員の任期は、２年とし、その欠員が生じた場合の任期は、前任者の残 

任期間とする。 

 

（本部長） 

第５条 本部に本部長を置き、人事労務室長をもって充てる。 

２ 本部長は、本部の業務を総括する。 

 

（副本部長） 

第６条 本部に副本部長を置き、本部の構成員のうちから本部長が指名する者をもって充 
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てる。 

２ 副本部長は、本部長の職務を補佐する。 

 

（連携） 

第７条 本部は、その業務の遂行に当たっては、人事労務室との密接な連携を図るものと 

する。 

 

（部会） 

第８条 本部に、専門的な調査及び審議をするため、必要に応じて部会を置くことができ 

る。 

２ 部会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（オフィス） 

第９条 本部に、多様な人材活用を実施・推進するため、必要に応じてオフィスを置くこ 

とができる。 

２ オフィスに関し必要な事項は、別に定める。 

 

（若手研究者育成ステーション） 

第10 条 本部に、テニュアトラック制（有望な若手教育研究者の確保及び育成を図るため、 

若手教育研究者に対して、任期を付して一定期間教育研究者としての経験を積んだ後、 

審査等によりその業績、資質及び能力等が認められる場合に、雇用継続可能地位を与え

る制度をいう。）を全学的に推進するため、若手研究者育成ステーション（以下「ステ

ーション」という。）を置く。 

２ ステーションに関し必要な事項は、別に定める。 

 

（事務） 

第11 条 本部に関する事務は、総務企画部多様な人材活用推進支援室で行う。 

 

（雑則） 

第12 条 この要項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定 

める。 

 

附 則 

この要項は、平成２２年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
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男女共同参画推進オフィス設置要項（平成 24 年 4月 1 日改正予定） 

 

（設置） 

第１条 本学における男女共同参画を推進するために、大阪大学多様な人材活用推進本部

（以下「本部」という。）に男女共同参画推進オフィス（以下「オフィス」という。）を

置く。 

 

（業務） 

第２条 オフィスは、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

（1）男女共同参画推進方策の企画、立案及び提言に関すること。 

（2）男女共同参画推進のための啓発に関すること。 

（3）男女共同参画のための環境整備に関すること。 

（4）女性研究者の支援及び採用促進に関すること。 

（5）研究支援員制度の実施に関すること。 

（6）前各号に掲げるもののほか、オフィスの男女共同参画を推進するために必要な業務 

 

（組織） 

第３条 オフィスに、室長、副室長及び室員を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、オフィスに、必要な職員を置くことができる。 

３ 室長は、多様な人材活用推進本部の委員のうちから、本部長が指名する者をもって充

てる。 

４ 室長は、オフィスの業務を総括する。 

５ 副室長は、本学の教職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。 

６ 副室長は、室長の職務を補佐する。 

７ 室員は、部局から推薦のあった教職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。 

８ 室員は、室長及び副室長の指示に基づき、オフィスの業務を担当する。 

９ 副室長及び室員の任期は２年とし、その欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

（運営） 

第４条 オフィスの運営に関し必要な事項は、本部が審議する。 

 

（事務） 

第５条 オフィスに関する事務は、本部事務機構関係部課・室の協力を得て、総務企画部

多様な人材活用推進支援室で行う。 
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（その他） 

第６条 この要項に定めるもののほか、オフィスに関し必要な事項は、室長が別に定める。 

 

附 則 

この要項は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
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４．研究支援員制度の改正・運用の改善 

 

 研究支援員制度については、平成 21 年度までは、「女性研究者支援モデル育成支援事業」

による経費で研究支援員の雇用経費を賄っていたが、平成 22 年度からは、大阪大学独自の

予算で継続することとなった。平成 22 年度・23 年度予算については全学強化経費として、

所要経費を確保した。また平成 24 年度については教育研究等重点推進経費として、大学独

自予算で所要経費を確保する。 

本制度について、平成 22 年度に向けて次のような改革を行った。これらの改革は、「女

性研究支援モデル育成支援事業」の本学プログラム「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連

鎖の形成」の実施中に行ったアンケート調査や、研究支援員制度利用者へのアンケート調

査などに基づいて立案された。 

 

 改革の骨子： 

① 支援対象者を男性の研究者にも広げる。 

（なお、文系の研究者については、「女性研究支援モデル育成支援事業」実施期間（平

成 19 年度～21 年度）中は同事業経費ではなく別途大学独自財源で対応していたが、平成

22 年度以降は、男性研究者・文系研究者ともに大学独自財源で支援することとなった。） 

② 支援期間を 1 年単位とする（研究支援員制度利用者、研究支援員とも）。 

③ 利用者選考の基準を明確にし、公開する。 

 

 これらの方針に基づき、新しい運用規定を策定し、平成 22 年度募集分から適用した。 

 その後、状況に対応して運用規定を４回にわたり改正してきた。改正の時期と内容は以

下のとおりである。 

平成 22 年 7 月には、研究補助員の１期を１年から半年に変更した。平成 22 年度当初か

ら支援期間を 1 年単位としたが、これは制度利用者から「半年ごとの審査では安定した研

究計画が立てられないし、支援員にとっても身分が不安定で良くない。」との意見が多く寄

せられたことを勘案したものであった。しかし実施してみると、研究支援員のうち研究補

助員はほとんどが学生であり、年度前期と後期とで授業受講状況や論文作成等の事情がか

なり異なることが分かったため、研究補助員については半年単位に戻すことにした。また、

研究支援員制度利用者、研究支援員の採用決定者を、多様な人材活用推進本部から男女共

同参画推進オフィスに変更し、運営の効率化を図った。また、規定の文言整理を併せて行

った。 

 平成 23 年 1 月には、研究支援員制度による支援期間中に長期にわたる出張や留学等を行

った場合には、当該期間中が制度の利用対象とならない旨の規定を追加した。 

 平成 23 年 6 月には、本制度の利用申請・応募の資格として、本制度による支援が通算 5

年以内の者とし、選考に当たっては、本制度による支援が通算 3 年以内の者を優先する旨
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の規定等を追加した。また、運用規定の文言の整理を行った。 

 平成 24 年 1 月には、選考に当たっての面接を省略できる場合の規定を追加した。具体的

には、継続利用申請時における制度利用者及び研究支援員（当該制度利用者の直近の研究

支援員と同一の者である場合に限る。）の面接を省略できるとするものである。 

 これらの改正を経た現在の運用規定（平成 23 年 1 月現在）は以下の通りである。なお、 

運用規定の内容について一層の整備を行う趣旨から、従来の運用規定に替えて「大阪大学

研究支援員制度実施要項」を策定中であり、平成 24 年度から施行する予定である。 

 

 

 

大阪大学「研究支援員制度」に係る運用について 

 

１．趣旨  

本制度は、平成19年度に採択された文部科学省科学技術振興調整費女性研究者支援モ

デル育成プログラム｢次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成｣における女性研究者

と次世代の研究者をともに育てる制度である「研究支援員制度」の理念を継承するとと

もに、その支援対象を文系及び男性研究者にも拡大するものである。 

 

２．目的  

本学研究者が出産・育児・介護等を理由に研究を断念することなくキャリア形成を継

続するために、大学院修了者・在学生や学部卒業生・在学生を「研究支援員」（支援研

究者・研究補助員）として雇用・配置し、上記理由により研究継続に困難を感じている

研究者の研究を支援する。 

また、次世代人材育成のために、雇用される「研究支援員」には、キャリア継続や身

近なロールモデルとの交流の機会を提供し、メンターによる訓練（OJT）及び啓発を行う。 

これにより、大阪大学独自の“次世代に繋ぐ研究者サポート連鎖”を形成する。 
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３．研究支援員制度の流れ 

研 究 者
大学院修了者・在学生

学部卒業生・在学生

支援研究者・研究補助員

として支援

研究支援員制度の流れ

受入・指示・監督

報
告
書
の
提
出

男女共同参画推進オフィス
人材

バンク

記
録
簿
の
提
出

採
用
通
知

利
用
申
請

給
与

採
用
通
知

登
録

報
告
書
の
提
出

 

１） 研究支援員制度利用を申請する研究者（以下、「利用申請者」（採択後は「利用者」）

という。）  

 (1)申請 

多様な人材活用推進本部（以下、「本部」という。）のホームページ内に記載し

た提出書類（利用申請書、略歴書等）に必要事項を記入の上、男女共同参画推進オ

フィス（以下「オフィス」という。）に申請する。あらかじめ研究支援員候補がい

る場合には、当人が研究支援人材バンク（以下、「人材バンク」という。）に登録

する。 

(2)採択 

「オフィス｣は、下記の基準により書類及び面接による選考を行い、「研究支援員」

の種別・時間数等をコーディネートした上で、「利用申請者」に結果を通知し、「研

究支援員」を雇用する。  

(3)受入 

「研究支援員」を受け入れ、研究支援を受けるとともに、メンターとして業務内

容の指示・監督を行う。 

(4)記録（毎月） 

下記の方法で「研究支援員」の勤務時間等記録簿を提出すること。｢オフィス｣は、
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勤務時間等記録簿に基づき、勤務内容の確認を行う。 

(5)報告 

期間終了時に報告書を「オフィス」に提出する。 

 

＊「利用者」選考の基準  

・ 出産、育児、介護等で研究時間が十分に確保できない状況にあり、研究支援の必要

性や重要性が高く、支援による効果が見込まれること。 

・ 「研究支援員」の活動内容が具体的であり、サポート連鎖の効果が見込まれるこ

と。 

・ 「研究支援員」候補のいる申請者から優先的に採択されることはない。 

 

＊勤務時間等記録簿の提出  

・ 「利用者」は、毎月「研究支援員」の勤務時間等記録簿に必要事項を記入の上、

月末の締め切り期日を厳守し、｢オフィス｣に提出する。 

 

２）研究を支援する大学院修了者・在学生及び学部の卒業生・在学生 

①登録 

「本部」ホームページ内の登録申請書により、大学院修了者・修了見込者は「支援

研究者」、大学院在学生及び学部卒業生・在学生は「研究補助員」として「オフィス」

にメールで申請し、登録すること。登録後、｢オフィス｣から、メールで登録番号を交

付する。 

②採用 

｢オフィス｣において、利用申請者の利用計画及び研究分野等に鑑み、｢人材バンク｣

登録者の中から、下記の基準により、登録内容及び面接による選考を行い、採用者と

その雇用時間数等を決定する。採用通知を受けた「研究支援員」は、別途雇用関係書

類を｢オフィス｣に提出することによって、雇用・配置される。 

③支援 

利用者の指示・監督のもとで、研究支援を行う。 

④給与 

給与は月単位にまとめて翌月17日に支給される。 

⑤報告 

期間終了時に報告書を「オフィス」に提出する。 

 

＊「研究支援員」選考の基準  

・ ｢人材バンク」に登録しており、「利用者」と同じ研究分野又は関連分野の者で、

サポート連鎖の効果が見込まれること。 
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・ 在学生においては、履修登録科目と重複しない時間帯であり、その本分に支障が

ないこと。 

・ 大学院修了見込者は、雇用時に修了していること。 

 

３）留意事項  

・ 「研究支援員」が支援できる業務は「利用者」の研究に限定され、申請した支援

業務内容以外の業務に従事することはできない。 

・ 次世代育成も見据えた本プログラムの趣旨から、「利用者」は「研究支援員」の

業務内容等を指示・監督するとともに、「研究支援員」のキャリア形成に配慮し、

ロールモデルやメンターとして啓発に努めなければならない。 

・ 原則として「利用者」が監督できる業務内容及び時間とする。 

・ １期（「支援研究者」は１年、「研究補助員」は半年）を超えて継続利用申請を

認めることがある。提出された継続利用申請書を基に、「オフィス」において決定

する。 

  なお、継続利用申請時における「利用者」及び「研究支援員」（当該「利用者」

の直近の「研究支援員」と同一の者である場合に限る。）の面接は、省略すること

ができるものとする。 

・ 年度途中で追加募集することがある。その場合は、本部ホームページ等で通知す

る。 

・ 登録番号は、登録内容の修正連絡、「オフィス」への問い合わせ等で使用するの

で、控えておくこと。 

 

４．実施部署  

研究支援員制度の運用に伴う以下の業務を「オフィス」において行う。 

 

１）制度利用の募集、選考、コーディネート 

２）「研究支援員」の雇用・配置、勤務内容の確認、給与支払手続き 

３）「利用者」及び「研究支援員」から提出された報告書に基づく効果の検証 

４）「人材バンク」の管理 

 

５．利用申請・応募の資格 

１） 利用申請者 

以下の①から③を全て満たす者 

①「本学」の教員、研究員で、出産・育児・介護等によって十分な研究の時間が確

保しにくく、「研究支援員」の支援を必要とする者 

（非常勤の教員、研究員を含む。性別を問わない。） 
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＊「出産」とは、母子手帳の取得をもって申請対象とする。 

＊「育児」とは、小学校６年生までの子どもがいる場合とする。 

＊「介護」とは、 市町村から要介護の認定を受けている父母がいる場合とする。 

＊その他、特に支援の必要があると認められる場合。 

②研究支援員の雇用経費について他の資金による代替の可能性が低い者 

③本制度による支援が通算５年以内の者（選考に当たっては、本制度による支援が

通算３年以内の者を優先する。） 

 

・ 産休・育休中は、「研究支援員」を監督することができないため、本制度の利

用の対象にはならない。 

・ 本制度による支援期間中に長期にわたる出張や留学等を行った場合は、本制度利 

用申請の資格に鑑み、当該出張等の期間は、特段の事情がない限り、本制度の利

用の対象にはならない。 

・ 大学院に在学する者は、研究員の身分を持っている場合でも、本制度の利用の

対象にはならない。 

 

２）研究支援員 

大学院修了者及び在学生、学部の卒業生及び本学在学生で、｢人材バンク」登録者 

 

・ 「支援研究者」の出身大学・大学院は問わない。 

・ 国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則及び非常勤職員

（短時間教育研究等職員）就業規則（以下、「就業規則」という。）上、「研究

支援員」は、大阪大学内の他の特任研究員等として兼任できない（大阪大学内で

２つ以上の雇用契約を結ぶことはできないため）。 

・ 「就業規則」により、既に定年退職した者、又は65歳（平成25年3月31日までは

64歳）を超えた者は採用できない。 

・ 学部の４年生、大学院在学生の「研究補助員」としての採用については、(1)「利

用者」と同じ研究室に所属していないこと、(2)卒業論文・修士論文・博士論文の

作成に差し支えのないこと、の２つの条件を満たしていること。 

 

  

６．研究支援員の処遇等 

１）研究支援員の職名 

「支援研究者」又は「研究補助員」の２種の雇用を行う。 

・「支援研究者」 

特任研究員（週30時間以内、非常勤）として雇用する大学院修了者 
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・「研究補助員」 

技術補佐員（週10時間以内、非常勤）として雇用する大学院在学生、学部卒業

生・在学生 

 

２）研究支援員の時給 

「支援研究者」は、下記の時給単価を上限とする。 

（大学院後期課程修了者）30時間以内/週 時給2,326円（非常勤職員 Lランク） 

(大学院前期課程修了者）30時間以内/週 時給2,132円（非常勤職員 Mランク） 

「研究補助員」は、下記の時給単価を上限とする。 

（大学院在学生、学部卒業生・在学生）10時間以内/週 時給1,062円（非常勤職員 C-3） 

 

３）勤務管理及び給与支払いについて 

｢オフィス｣は、「利用者」が毎月末に提出する勤務時間等記録簿を確認した上で、「研

究支援員」の給与を翌月17日に支払う。 

 

４）研究支援人材バンク 

「オフィス」内に｢人材バンク｣を置き、「研究支援員」の申請を随時受け付ける。  

「人材バンク」登録者の中から、登録内容及び面接による選考、コーディネートを経

て、「研究支援員」を採用する。採用された「研究支援員」には、利用計画及び業務内

容に応じた雇用・配置を行う。 

在学生は、本分に支障のないよう雇用するが、あらかじめ指導教員に相談の上、応募

すること。大学院修了予定者は、雇用時には修了していること。 

 

 

７．制度の運用についての留意事項 

１）「利用申請者」は、所属する研究室内の教員とも十分相談の上、申請すること。 

２）書式等については、「本部」ホームページから入手し、申請を行い、所定の期日及

び書式を必ず守ること。 

３）選考の過程又は採択時に、別途資料の作成・提出を要請することがある。 

４）申請書等の個人情報は、研究支援員制度の選考時のみに使用する。 

５）利用申請書等の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「オフィス」へ連絡する

こと。 

６）「人材バンク」に登録された内容に変更が生じた場合、速やかに｢オフィス｣へ連絡

すること。 

７）問題が生じた場合には、速やかに｢オフィス｣に報告又は相談し、その指示に従うこ

と。 
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８）不適切な制度利用があった場合には、運用を中止することがある。 

 

 

大阪大学 多様な人材活用推進本部 

                 http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/diversity 

大阪大学 男女共同参画推進オフィス 

  場所：吹田地区本部福利棟内(レストラン匠の２階北側) 

  電話：06-6879-4405 内線（4405,9573） 

   FAX：06-6879-4406 

   E-mail:geoffice@office.osaka-u.ac.jp 

 

(運用規定終わり) 

 

 

 利用申請者の審査基準を明確化するために、以下のような評価ポイント表を作成し、平

成 22 年 1 月に多様な人材活用推進委員会ホームページに公開した（平成 22 年度から平成

23 年度までは、多様な人材活用推進本部ホームページで公開）。平成 22 年度から申請者は、

申請書以外にこの表にも記入して申請することとなった。 
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研究支援必要度 評価項目 

氏名               

１．生活面  

＜家庭状況（必須）＞ 

申請者の状況 障害者手帳保有*1 治療中*2 健康 

配偶者等      なし 別居（単身赴任含む） 同居 

配偶者等の状況 入院中*2 自宅療養中*2 健康 

① ＜育児＞ 子供がいる場合に記入 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

子の状況 （続柄      ） 就学前*3 小学生*3 中学生以上 

主たる育児者 申請者 分担 配偶者・親など 

配偶者等を含む他者からの育児支援 なし 時々あり あり 

② ＜介護＞ 対象者がいる場合に記入 

対象者の状況 （続柄      ） 要介護*4 要支援*4 施設等入院中 

対象者の状況 （続柄      ） 要介護*4 要支援*4 施設等入院中 

主たる介護者 申請者 分担 配偶者その他 

配偶者等を含む他者からの介護支援 なし 時々あり あり 

 

２．研究面 

研究費            （名称          ）    研究代表者*5 研究分担者*5 連携研究者 

研究費            （名称          ）    研究代表者*5 研究分担者*5 連携研究者 

自費或は研究費による補助員の雇用 不可 可能 

研究費名称：科学研究費補助金若手Ａ、民間からの受託研究 等 

    ○継続課題、◎申請中のものに区分して印をつけ、行は適宜追加してください 

３．その他特記事項（記述式） 

 

 

 

該当する場合は、下記書類を提出すること。 
*1 障害者手帳の写し 
*2 入院や疾病状況を証明、あるいは説明できるもの（診療費の領収書等） 
*3 ※新規申請で該当する場合 

出産：母子健康手帳若しくは妊娠届の写し 

育児：子どもの年齢を証明できるもの（健康保険証、住民票の写し等） 
*4 介護：市町村による要介護若しくは要支援の認定を証明できるもの（介護保険被保険者証の写し等） 

*5 競争的資金等交付のための申請書の概要及び採択通知 
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 研究支援員制度については、以上のほかにも運用の改善に引き続き努めてきている。 

 募集方法については、平成 22 年度からは、それまでの募集方法に加えて、Ｏ＋ＰＵＳに

おける募集も開始した。 

平成 23 年度からは、新規に採用される研究支援員の全員に対し、研究支援員制度の趣旨

の説明や質疑等を通じて、研究支援員の役割や心得を理解してもらい、意識啓発を図るた

め、「研究支援員ガイダンス」を実施している。 

平成 24 年度以降については、さらに支援する側であった研究支援員が、研究者を目指す

「連鎖」ができているか検証するなどの改善を図ることとしている。 

なお、平成 22 年度・23 年度の利用状況については、下記のとおりである。 

 

平成 22 年度制度利用状況 

 利用申請者 33 名の中から 24 名を採択し、支援研究者 3 名、研究補助員 24 名を配置した。

（内、男性 1 名。内、文系 6 名） 

 

平成 23 年度第 I 期制度利用状況 

 利用申請者 25 名の中から 21 名を採択し、支援研究者 2 名、研究補助員 23 名を配置した。

（内、男性 2 名。内、文系 5 名） 

 

平成 23 年度第 II 期制度利用状況 

 利用申請者 27 名の中から 23 名を採択し、支援研究者 1 名、研究補助員 31 名を配置した。

（内、男性 2 名。内、文系 6 名） 

 

 

 

利用者の職名 22 23Ⅰ 23Ⅱ

教授 1 1 1

准教授 7 6 7

特任准教授 2 2 2

講師 0 2 1

特任講師 0 1 1

助教 6 3 4

特任助教 4 3 3

特任研究員 2 1 2

日本学術振興会
特別研究員RPD 2 2 2

合 計 24 21 23

研究支援員の身分 22 23Ⅰ 23Ⅱ

支
援
研
究
者

博士後期課程修了者 3 0 1

修士課程修了者 0 2 0

研
究
補
助
員

博士後期課程または
博士課程在学生

3 5 6

博士前期課程または
修士課程在学生

9 11 10

研究生 1 0 0

学部在学生 13 7 14

学部卒業生 0 0 1

合 計 29 25 32
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５．「女性研究者養成システム改革加速」プログラムへの申請に関連する諸施策 

 

５－１．「女性研究者養成システム改革加速」プログラムに関わる経緯 

 平成 21 年度に「女性研究者支援モデル育成事業」を終了し、次は、同じ文部科学省科学

技術振興調整費の「女性研究者養成システム改革加速」プログラム（以下「加速プログラ

ム」）に申請することとなった。 

 「女性研究者養成」加速ワーキングを立ち上げて、プログラムへの申請書類「理系女性

の未来プロジェクト、阪大スタイル」を作成した。平成 22 年 3 月には、1 月に設置した「男

女共同参画推進委員会」の承認を経て、平成 22 年 3 月 15 日に申請書をＪＳＴに提出し、4

月 24 日には申請に対するＪＳＴヒアリングが実施された。その結果、5 月 21 日に文部科

学省から残念ながら不採択の通知があった。 

 不採択通知を受けて以降、平成 23 年度の再申請に向けて、５－２以下で述べるアンケー

ト、関係部局長を訪問してのヒアリングでの協力依頼や、「加速プログラム」検討コア打合

せの実施など、諸準備を進めた。しかし、平成 22 年 11 月 18 日に行政刷新会議の「事業仕

分け」において、「科学技術振興調整費については、継続事業終了時点をもって廃止、つま

り 23 年度の新規事業の募集は停止。」との結論が出された。それを受けて、平成 22 年 12

月には政府予算案において「加速プログラム」の新規募集の予算が計上されないことが判

明し、本学からの同プログラムへの申請は不可能となった。 

  なお、「加速プログラム」の新規募集継続を求める動きが関係大学において起こり、大阪 

大学男女共同参画推進オフィスにおいて要望書をとりまとめ、23 大学の関係者の署名の入

った要望書を、平成 22 年 12 月 21 日に文部科学省（科学技術・学術政策局長、基盤政策課

長、科学技術・学術戦略官（推進調整担当））に提出した。 

 その後、平成 23 年度から、国における男女共同参画関連の新規事業として「女性研究者

研究活動支援事業」が開始された。この事業は、大学や独法研究所等を対象に、各機関に

ついて 3 年間、支援活動を推進するコーディネーターの配置や、出産・子育て・介護期間

中の研究活動を支援する者の雇用経費等を支援するものである。しかし、大阪大学など、

既に「女性研究者支援モデル育成事業」による補助が終了した大学等は、対象機関外とさ

れた。平成 24 年度概算要求では、同事業の補助が終了した大学等についても「女性研究者

研究活動支援事業」の対象とするよう予算要求がなされたが、当該要求は認められなかっ

た。 
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平成 22年 12 月 21 日 

 

 

文部科学省 科学技術・学術政策局 

局長 合田 隆史様 

 

 

 

要望書 

 

日頃より女性研究者支援へのご理解と多大なるご支援を賜り、深謝申し上げます。 

私どもは、科学技術振興調整費事業・女性研究者養成システム改革加速プログラムが、縮小、廃止され

ることなく、来年度以降も継続されることを強く要望いたします。 

 

 科学技術振興調整費事業・女性研究者養成システム改革加速プログラム（以下、「改革加速プログラム」）

は、わが国における科学技術分野の女性研究者活躍促進の主幹をなす事業であり、現在、平成21年度及び

22年度採択機関では、女性研究者の養成が強力に推進、加速されているところです。既によく知られてい

ますように、日本の女性研究者比率は、ＯＥＣＤ諸国の中でも、最低水準（13.6％）であり、また、職位

も高くはありません。このような背景の中、平成21年にスタートした「改革加速プログラム」事業は、こ

れまで潜在化されていた優秀な女性研究者群を可視化したという点で、我が国の女性研究者育成史上特筆

すべきものがあります。 

 

 私ども、「女性研究者支援モデル育成事業」採択機関は、その発展型プログラムである「女性研究者養成

改革加速プログラム」に申請すべく、これまで、両立支援、意識改革等、学内のシステム改革、環境整備

に鋭意努力し、研究と子育ての両立のために、学内保育施設を整備し、柔軟な勤務体制と研究支援システ

ムの充実に成果を上げてきました。私どもは、平成21年度及び22年度採択機関につづく、23年度以降の申

請予定機関として、本プログラムが、去る10月22日の総合科学技術会議本会議における「科学技術振興調

整費に係る概算要求方針（8月26日決定）と優先度判定に係る見解」で確認されましたとおり、縮小、廃止

されることなく、来年度以降も継続され、その成果が研究機関に定着されることを強く要望いたします。 

 

 

科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成事業採択機関、 

科学技術振興調整費・女性研究者養成システム改革加速事業 

申請予定機関・事業実施担当者 

  （大学五十音順） 

 

秋田大学男女共同参画推進室・室長 

 （教育文化学部・教授）           渡部 育子 

岩手大学副学長（男女共同参画・附属学校担当） 

 男女共同参画推進室長            菅原 悦子 
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大分大学女性研究者サポート室長・准教授    松浦 恵子 

大阪大学男女共同参画推進オフィス室長・教授  頼本 維樹 

岡山大学男女共同参画室長・教授        沖  陽子 

お茶の水女子大学女性支援室長・教授      鷹野 景子 

香川大学男女共同参画推進室長         高木 健一郎 

金沢大学男女共同参画キャリアデザイン 

ラボラトリー長・教授            八重澤美知子 

関西学院大学男女共同参画推進支援室 

理工学部教授                高橋 和子 

岐阜大学副学長（男女共同参画推進・環境対策・就職支援担当） 

 男女共同参画推進室長（地域科学部教授）   林  正子 

佐賀大学女性研究者支援室 副室長       北川 慶子 

静岡大学男女共同参画推進室長 

 （男女共同参画担当副学長）教授       舩橋 惠子 

筑波大学男女共同参画推進室長・教授      吉瀬 章子 

津田塾大学女性研究者支援センター長・教授   高橋 裕子 

東京都市大学女性研究者支援室長・准教授    小川 順子 

東邦大学男女共同参画推進室長・教授      中野 弘一 

富山大学男女共同参画室・室長 

（大学院理工学研究部（理学）・教授）     小松 美英子 

徳島大学ＡＷＡサポートセンター長・特任教授  本仲 純子 

長崎大学副学長（広報・男女共同参画） 

 男女共同参画推進センター長         大井 久美子 

新潟大学男女共同参画担当理事・教授      内山 聖 

新潟大学女性研究者支援室長・教授       五十嵐由利子 

奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長 

 男女共同参画室長              村井 眞二 

弘前大学男女共同参画推進室 室長・教授    杉山 祐子 

                  山形大学理事・副学長  

男女共同参画推進室長            北野 通世 
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５－２．アンケート調査 

 平成 22 年 8 月 23 日付で、多様な人材活用推進本部長から各部局等の長にあてて、「大学

女性研究者比率及び数値目標に関する部局長アンケート」を依頼して実施した。 

 「加速プログラム」の採択により理工系の女性研究者の採用等を今後加速していくこと

を含めて、女性研究者比率を高めていくために有効な施策を検討し、実施する必要がある

ため、各部局の女性研究者の雇用状況及び今後の展望についてアンケートを実施し、問題

点の把握等を行うこととした。 

 

実施期間：平成 22 年 8 月 23 日～9 月 3 日 

対象部局：全部局（62 部局） 

 

 この調査の詳細な集計結果については省略するが、女性研究者増加を阻む要因としては、

女子大学院生の人数が少ない、研究と出産・育児が両立できる職場環境が十分に整ってい

ないため、などが挙げられた。女性研究者の増加への今後の有効な施策については、出産・

育児等の期間中の研究活動を支援すること、教授など上位職への女性登用などの回答がな

された。その他、女性研究者支援についての意見の自由記述においては、女性が働きやす

い環境の整備、具体的には豊中地区への保育所の設置など保育所のさらなる充実整備が必

要であること、管理職における女性比率を高めること、本学の女性研究者の活躍を紹介す

ること、女子学生を増やすことなどの回答が寄せられた。 
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平成２２年８月２３日 

各部局等の長  殿 

 

多様な人材活用推進本部   

本部長  尾山 眞之助 

 

 

大阪大学女性研究者比率及び数値目標に関する 

部局アンケートについて（依頼） 

 

 

平素は、大阪大学における男女共同参画推進にご理解とご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

多様な人材活用推進本部では、科学技術振興調整費によるプログラムである「女性研究

者養成システム改革加速」（以下「加速プログラム」）の申請に向けて、取組を進めている

ところです。本プログラムは、特に女性研究者の採用割合が低い分野である、理学系・工

学系等の研究を行う優れた女性研究者の養成を加速することを目的としています。 

本プログラムが採択され、理工系の女性研究者の採用等を今後加速していくことを含め、

女性研究者比率を高めていくために有効な施策を検討し、実施していく必要があります。 

つきましては、一昨年における部局アンケート調査に引き続き、各部局の女性研究者の

雇用状況及び今後の展望について、別紙１のとおりアンケート調査を実施し、問題点等の

把握を行いたく存じますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

なお、「加速プログラム」の実施対象である理工系関係部局には、本アンケート調査後に

聞き取り調査をさせていただきたく、希望日を別紙２により併せてお知らせいただきます

よう、お願い申し上げます。 

ご多用のところ恐縮ですが、平成２２年９月３日（金）までに、多様な人材活用推進支

援室あてご回答いただきますよう、よろしくご協力をお願いいたします。 
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アンケート質問用紙 

別紙１ 

 

 

－－－－－大阪大学女性研究者比率及び数値目標に関する部局アンケート－－－－－ 

 

               ※アンケートで収集されたデータは、大阪大学における 

                女性研究者比率の向上とワーク・ライフ・バランスの 

                改善等のための施策を考えるために使用されるもので、 

                それ以外の目的で使用されることはありません。 

 

   部局名                 記入日     年   月   日 

 

質問１： 

貴部局において女性研究者比率に関する数値目標をお持ちでしょうか。 

①はい ②いいえ 

 

質問２： 

質問 1 で①と答えられた部局にのみお尋ねします。 

（１） その内容を具体的にお答えください。 

 

 

 

 

（２） その数値目標の達成状況はいかがでしょうか。 

①すでに達成している 

②着実に達成しつつある 

③達成できそうにない 
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次の質問３は、女性研究者支援モデル育成プログラム「次世代に繋ぐ女性研究者サポー

ト連鎖の形成」の対象となった理工系部局への質問です。それらにお答えになった後、引

き続き質問４に進んでください。その他の部局は、質問４に移ってください。 

 

質問３： 

女性研究者支援モデル育成プログラム「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成」

（平成１９年度～２１年度実施）において、貴部局について定められた数値目標の達成状

況は、別紙のとおりとなっています。 

達成できた部局にお尋ねいたします。なぜ、達成できたとお考えでしょうか。特に目標 

を大幅に上回る人数を達成された場合には、その理由を具体的にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成しなかった部局にお尋ねします。なぜ、達成できなかったとお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問４： 

女性研究者増加を阻む要因としては、どのようなことがあるとお考えですか。貴部局固

有の事情もあれば、併せてお答えください。 
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質問５： 

女性研究者増加のために、達成目標以外に貴部局が特にとられている施策などがあれば、

お答えください。  

 

 

 

 

 

 

質問６： 

今後、貴部局では女性研究者の増加を図るための有効な施策として、どのようなものが

あるとお考えでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

質問７： 

退職予定者を含めた中長期的な採用・雇用計画の中で、女性研究者比率を引き上げる施

策は可能とお考えでしょうか。 
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次の質問８は「加速プログラム」関連理工系部局への質問です。質問８にお答えになっ

たのち、引き続き質問９に進んでください。当該部局以外の部局は質問９に移ってくださ

い。 

 

質問８ 

「加速プログラム」が平成 23年度に採択された場合、平成 23 年度から 27年度の 5年間 

に採用可能な女性研究者数は何名でしょうか。教授、准教授、講師、助教に区分して、 

①「留保ポスト」等により新たな枠が設定された場合、②従来の部局枠で措置する場合 

で分けてお答えください。 

なおご回答に当たっては、下記の別添資料もご覧いただきますようお願いします。 

（別添資料） 

・平成 22 年 2 月に配布した割り当て表 

・教員・学生の女性比率の推移（平成 18 年度～平成 22 年度） 

     ・教員の部局別女性比率、学部生・大学院生の部局別女性比率（平成 22 年度） 

     ・部局別女性教員数の推移（平成 18 年度～平成 22 年度） 

・今後 5 年間の退職者数の表（全体 女性） 

 

（１）「留保ポスト」等により新たな枠が設定されれば採用可能な女性研究者数 

    教授  名、准教授  名、講師  名、助教  名 

（２）従来の部局枠で採用可能な女性研究者数 

    教授  名、准教授  名、講師  名、助教  名 

 

質問９ 

 

（１）貴部局では、公募要領において、 

（ａ）女性の応募を歓迎する旨記載すること、 

（ｂ）能力が男性と同等である場合の女性の積極的、優先的採用に言及すること、 

（ｃ）女性専用枠での公募の実施 

の取組を行っておられますか。 

 

（ａ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度実施する予定である。 

   ③今年度実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度実施しない理由を教えてください：  
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   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください：                   

 

 

 

 

 （ｂ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度実施する予定である。 

   ③今年度実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度実施しない理由を教えてください：                

 

 

 

   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください：                   

 

 

 

 

（ｃ）について 

①既に実施している。 

   ②今年度実施する予定である。 

   ③今年度実施することを検討している。 

   ④来年度以降、実施する予定である。 

今年度実施しない理由を教えてください：                 

 

 

 

   ⑤実施する予定はない。 

実施しない理由を教えてください：                    
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【 参 考 】 

 

○他大学における、教員公募の際の女性の応募・採用に関する文言の例 

  ・東京大学 

「東京大学では、教員・研究員を公募する際に、女性の応募を歓迎しています！」 

（東京大学男女共同参画室・オフィスホームページのトップに掲載） 

 ・京都大学 

「教員・研究員の公募において、女性の応募を歓迎しています。」 

（京都大学男女共同参画ホームページのトップに掲載） 

・名古屋大学 

「業績（研究業績、教育業績、社会的貢献、人物を含む）の評価において同等と認

められた場合には、女性を積極的に採用します。」 

           （名古屋大学公募人事ホームページに記載） 

  ・神戸大学 

「業績及び資格に係わる評価が同等である場合には、女性を優先的に採用する」 

（神戸大学「女性教員比率を向上させるための 

  達成目標と措置」（ポジティブ・アクション）） 

○北海道大学、九州大学、東北大学などにおいては、女性専用枠の公募を実施 

 

 

 

質問１０： 

 その他、大阪大学における女性研究者支援に関して、ご意見があれば、自由に記入して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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別紙２ 

 

 

「加速プログラム」の実施対象である理工系関係部局（※）には、多様な人材活用推進

本部員及び男女共同参画推進オフィス室員による聞き取り調査（３０分程度)を実施させて

いただく予定です。 

 ご多様中恐縮ですが、９月２４日（金）～１０月１３日（水）の期間で、部局長のご都

合の良い時間帯を複数お示しください。 

 

 

部局名： 

 第一希望     月  日（ ）     時   分 ～   時   分 

 第二希望     月  日（ ）     時   分 ～   時   分 

 第三希望     月  日（ ）     時   分 ～   時   分 

 

  

【参考】 

 ※回答いただく部局名 

    サイバーメディアセンター 

    レーザーエネルギー学研究センター 

    核物理研究センター 

    極限量子科学研究センター 

    産業科学研究所 

    接合科学研究所 

    基礎工学研究科 

    工学研究科 

    情報科学研究科 

    理学研究科 

    蛋白質研究所 
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５－３．部局長ヒアリング 

 

 平成 22 年度に、「加速プログラム」の再申請に向けて、関連部局の理解を得るとともに、

女性研究者採用加速への協力を依頼するため、2 回（平成 22 年 6 月、9 月～10 月）にわた

り、関連部局長を訪問しヒアリングを行った。 

 

 平成 22 年 6 月 1 日から 11 日にかけて、「加速プログラム」関係 11 部局長を、男女共同

参画推進オフィス室長が訪問して、同プログラムについて本学からの平成 22 年度の提案申

請が不採択となったことを報告し、不採択通知におけるＪＳＴからのコメントを踏まえて

不採択の原因と思われる要素について説明を行い、次年度の再申請について協力を依頼し

た。 

 

 また、平成 22 年 8 月から 9 月に実施した「大阪大学研究者比率及び数値目標に関する部

局アンケート」を受けて、「加速プログラム」に平成 23 年度の再申請を行うにあたって、

同プログラムの実施対象である理工系部局に対するヒアリングを行った。このヒアリング

は、平成 22 年 9 月 27 日から 10 月 18 日にかけて、理工系の 11 部局長に対し、多様な人

材活用推進本部長、同本部委員、男女共同参画オフィス室長、室員が分担して基本的に 2

名一組で訪問して実施した。 

 ヒアリングにおいては、「加速プログラム」への再申請が採択された場合の実施期間（平

成 23 年度から 5 年間）において採用可能な女性研究者の人数について、各部局の事情や現

状を伺うとともに、より多くの女性研究者の採用を依頼した。 

なお、多様な人材活用推進本部ＨＰに、公募において女性研究者の応募を歓迎する旨の

文言を掲載することについて、11 部局長全員の了解が得られ、11 月 19 日の多様な人材活

用推進本部会議への報告を経て、同文言がＨＰに掲載された。 

 

 上記 2 回のヒアリングにおける「加速プログラム」再申請への説明や協力依頼を通じて、

女性研究者の採用加速の必要性についての関係部局長の理解を深める効果があったと思わ

れる。 
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５－４．女性教員の採用等に係る大学留保ポスト等の活用 

  

 女性教員の採用・登用について大学留保ポスト等を活用することは、当初はＪＳＴ「加

速プログラム」における実施施策内容の一環として構想されたものである。平成 23 年 8 月

に、総合計画室に対して、「加速プログラム」に盛り込む女性研究者の留保ポストとして、

プログラム実施期間の 5 年間における要求を行い、総合計画室会議での説明を経て、11 月

には執行部における説明を行った。（ただし、「教授・准教授・講師で 5 名」となった。）。 

その後平成 22 年 12 月には、前述のとおり、「加速プログラム」への申請が不可能となる

にいたった。しかし、大阪大学において、女性研究者の採用加速は、「加速プログラム」の

23 年度新規募集の有無にかかわらず、大学の多様な人材の活用、男女共同参画の推進の観

点から大学全体として重要な課題であることから、大学独自の必要な施策として、女性研

究者の採用加速のため大学留保ポスト等の活用を図っていくこととし、総合計画室の了承

を得た。 

具体的には、教育研究や社会貢献において、将来の大阪大学を担うにふさわしい女性教

員について、教授または准教授の（１）採用を行う場合に、最長 3 年間の大学留保ポスト

を配分し、（２）昇任を行う場合は、昇任前の大学留保ポストとの差額分の大学留保人件費

を配分するものである。この留保ポストについては、理工系に限らず全学を対象とするこ

ととし、女性教員の採用及び昇任についてそれぞれ毎年度各 1 名程度とすることとなった。 

平成 23 年 6 月に、各部局あてに総合計画室長から、女性教員等の支援に係る大学留保ポ

スト等の要望についての通知がなされた。この募集に対して、女性教授への昇任について 1

件の申請が大学院高等司法研究科からあった。本申請について第 1 次審査が多様な人材活

用推進本部で 11 月に行われ、また、第 2 次審査として、総長、理事をメンバーとする審査

委員会が 12 月に開催され、申請が認められた。 
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６．大阪大学男女共同参画推進基本計画の策定 

 

 平成 23 年初め頃から、大阪大学男女共同参画推進基本計画（仮称）について、男女共同

参画推進オフィス内において策定構想が出てきた。 

 この基本計画は、大阪大学における男女共同参画関係の実現可能な施策を網羅し、全学

の承認を受けて実施していくもので、大阪大学における男女共同参画を、体系的・総合的・

計画的に推進することを目的とするものである。 

 このような基本計画を策定する効果としては、以下の点が挙げられる。 

  ・本学における男女共同参画推進の意義を明確化できる。 

  ・本学における男女共同参画の具体的な施策内容について、学内外の共通理解を促進 

することができる。 

  ・基本計画を基準として、関連施策の進捗等について評価を実施することにより、さ 

らなる施策の推進に寄与することができる。 

 このような目的・意義を持つ基本計画は、京都大学（平成 21 年 3 月策定）や神戸大学（平

成 20 年 9 月策定）など近隣の大学でも策定されている。 

 

 男女共同参画推進オフィスに「大阪大学男女共同参画推進基本計画検討ワーキング・グ

ループ」（以下「基本計画ＷＧ」）を設置し、男女共同参画推進オフィス以外のメンバーを

含め 6 名の体制で、平成 23 年 5 月から検討を開始した。5 回の打合せを経て、基本計画に

向けての提言案の内容を検討し、同提言案は男女共同参画推進オフィスや多様な人材活用

推進本部においてさらに審議検討が行われた。こうして「大阪大学男女共同参画推進基本

計画（仮称）に向けて（提言）」が、多様な人材活用推進本部から男女共同参画推進本部へ

の提言としてとりまとめられた。本提言は、平成 23 年 12 月 21 日に、第 2 回男女共同参画

推進委員会において了承された。 

 その後、基本計画ＷＧや男女共同参画推進オフィスにおいて、計画案の検討が行われて

いるところであり、平成 24 年度はじめの策定を目指している。 
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大阪大学男女共同参画推進基本計画（仮称）に向けて（提言） 

 

                           多様な人材活用推進本部 

 

Ⅰ これまでの取組と提言の考え方 

 

○大阪大学における男女共同参画推進の経緯 

 大阪大学においては、平成 17 年度に「男女共同参画に関する検討ワーキング」を立ち上

げ、アンケート調査などの活動を経て、「大阪大学における多様な人材活用推進に関する基

本理念」（以下「基本理念」という。）を平成 18年に制定した。また、その理念のもとに「多

様な人材活用推進委員会」を設置し、大学全体の意識向上を図るとともに、具体的な施策

の検討・導入を開始した。 

 平成 19年度には、文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」に

本学のプログラム「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成」が採択され、平成 21年

度まで実施した。本プログラムにおいては、研究支援員制度の実施、学内保育園の整備と

大学運営への切り替えの実現などに取り組むとともに、プログラム期間中に理系女性研究

者を 3 割以上増加させるという数値目標を達成した。さらに、事業期間中の平成 21 年 12

月には、大学構成員全員にとってさらに学びやすく働きやすいキャンパスを目指して「男

女共同参画推進に関する阪大プリンシプル」を宣言した。 

 平成 22年 1月には、総長が委員長を務める「男女共同参画推進委員会」を設置した。さ

らに 4月に「多様な人材活用推進本部」を設立するとともに、「男女共同参画推進オフィス」

を新設して、男女共同参画推進体制を強化し、本体制のもとで諸施策の推進を図ってきて

いる。 

 

○国等における施策や取組の推移 

国においては、平成 11年の男女共同参画社会基本法の制定を受けて、これまで 3次にわ

たり男女共同参画基本計画が策定されるとともに、科学技術基本計画においても、科学技

術における女性研究者の活躍の観点からの施策が位置づけられてきている。 

 平成 20年には、大阪大学を含む七大学総長による「U7“男女共同参画”に係る共同宣言」

が出され、地球環境問題など人類が直面する最重要課題の解決、最先端研究・教育水準の

さらなる向上に向けて、男女共同参画の推進が不可欠であるとして、男女共同参画社会の

実現のために大学が負っている重大な責務を自覚し、その実現に向けて真摯に努力するこ

とを宣言した。 

 さらに最近、（社）国立大学協会教育・研究委員会が「国立大学における男女共同参画推

進について－アクションプラン－」を平成 23 年に策定した。男女共同参画推進を促すため

の種々の取組について提言を行っており、各大学における具体的な行動計画を立案すると
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ともに実行・評価するシステム構築を求めている。 

 大阪大学では、これらの国等における施策動向、取組を踏まえて、今後さらに男女共同

参画推進のための諸施策に積極的に取り組むこととしている。 

 

○提言にあたっての考え方 

基本理念にあるように、大阪大学においては、女性をはじめとする多様な人材が生き生

きと活躍できる場と機会を提供することにより研究・教育の質を高めるという「多様な人

材活用推進」の理念を掲げており、男女共同参画の推進はその理念において中核的な位置

づけにある。性別を問わず有能な人材がその能力を最大限に発揮できるように積極的に支

援・活用することにより、大学全体を活性化していくことは、大変重要な課題である。 

 このような「多様な人材活用」の中で明確に「男女共同参画」を位置づけるとらえ方は、

大阪大学の特徴となっている。今後とも「多様な人材活用推進」の基本理念を継承、発展

させ、男女共同参画を推進する「阪大スタイル」を追求することにより、教職員や学生と

いう大学構成員全員にとって学びがい、働きがいのある大学の実現を目指す。 

 また、大学におけるワーク・ライフ・バランスの実現は、男女共同参画の前提となるも

ので、女性だけではなく男性にもプラスになることであり、子育て世代でもある若手研究

者の支援にも密接につながる。大阪大学では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け必

要な支援を一層充実するとともに、その障害の除去に努める。 

 大阪大学男女共同参画推進基本計画（仮称）（以下「基本計画」という。）は、男女共同

参画推進に関わる以上のような考え方や方向性をさらに推進し、実効性のある施策を体系

的・計画的・総合的に実施していくために策定するものである。 

 本提言は、基本計画に盛り込むべき内容についてまとめたものである。本提言をもとに、

基本計画が早期に策定され、実効性のある施策が一層推進されることが望まれる。 

 

 

Ⅱ 基本計画に盛り込むべき事項について 

 

１ 男女共同参画に関わる意識啓発の推進 

多様な人材活用とその中核となる男女共同参画の意義や重要性に関わる意識啓発を推進

することは、すべての関連施策の出発点であり、諸施策を実施するに当たっての基盤をな

すものである。このため、多様な人材活用の理念とその中における男女共同参画の位置づ

け、男女の固定的な役割分担意識の解消にむけての啓発などを引き続き強力に行っていく

必要がある。従来、女性研究者への支援や活用の推進を中心に啓発活動を行ってきたが、

今後は、男女共同参画について、男性教職員や学生を含めた大学全構成員に向けた啓発活

動を進めることが重要である。その際、親しみやすさにも留意した意識啓発が必要である。 
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 ・男女共同参画に関する研修の活用・充実 

 ・女子中高生、女子大学生・大学院生や若手女性研究者など次世代女性研究者への啓発 

 ・シンポジウムやセミナーの開催 

 ・広報の積極的な展開 

  （啓発パンフレットの発行、男女共同参画白書の刊行、啓発 DVD の作成、多様な人材

活用推進本部ホームページの一層の充実など） 

 ・男女共同参画に関する教育・研究の充実 

（男女共同参画に関する授業の充実、調査研究の実施など） 

 

２ 女性教職員、女子学生の参画促進 

 本学において、多様な視点や発想を取り入れて教育研究活動を活性化するためには、女

性をはじめとする多様な人材の活用が不可欠である。しかし、本学の女性教員比率はいま

だ約 1 割強であり、意思決定過程や指導的立場にある女性教員の比率はさらに少ない。性

別を問わず有能な人材がその能力を十分発揮できるようにし、その活躍を促進することは

男女共同参画の推進のための根本的な条件であり、そのためには有能な女性の様々な参画

を促進し、比率を向上させていくことが極めて重要である。 

 なお、女性教員・職員の比率に関する今後の数値目標の設定については、国立大学協会

のアクションプランにおける提言や本学の状況、実行可能性などを勘案し、引き続き検討

する。 

 

 ・大学における意思決定過程への女性参画促進 

 ・指導的立場にある女性教員、女性管理職の比率向上 

 ・有能な女性教員・研究者の積極的な採用・昇進 

  （女子大学院生比率と女性教員比率の格差是正を考慮） 

 ・男女比率のバランスのとれた職員の採用・昇進 

 ・自然科学系女子学生、研究職を目指す優秀な女性の増加 

 

３ 仕事・学業と出産・育児・介護等との両立の推進～ワーク・ライフ・バランスの実現

のために～ 

 教育や研究、就業や修学と生活との両立は、男女共同参画を実現していくための不可欠

の前提となる課題であり、ワーク・ライフ・バランスを実現していくための仕組みを作る

ことが重要である。「サポート連鎖」を目指して実施してきたこれまでの取組を踏まえ、長

時間勤務への対応や、男性の育児・介護への参加促進を含め、男女が共に仕事・学業と生

活が両立できるよう、包括的に支援する。 

 

 ・出産・育児や介護との両立を支援する研究支援制度の充実 



46 

 

 

  （研究支援員制度の充実など） 

 ・出産・育児や介護との両立を支援する就業・修学支援の充実 

  （男性教職員を含めた育児休業取得の促進、短時間勤務制度、長期履修制度など） 

 ・出産・育児との両立を支援する施設・設備の充実 

  （学内保育園の拡充・充実など） 

 ・両立支援の推進に向けた雰囲気の醸成 

  （家庭と仕事を両立するリーダー的人材モデル（学生を含む）の提示など） 

 ・業務の見直し・改善等による仕事の効率化への取組の充実 

 

４ 男女共同参画に関わる就業・修学環境の整備 

 男女が共に働きやすく学びやすい環境を整備していくことは、学内における男女共同参

画の推進のための基礎的条件である。このため、育児休業からの復帰を容易にすることを

含めたキャンパス内の関連施設・設備などの整備の促進や、女性研究者の不安や悩みに対

するサポートを行う相談体制の整備・充実などを通じて、就業・修学環境の整備に向けて

一層取り組む。 

 

 ・関連施設・設備の設置・充実 

 ・キャリアプランや育児・介護に関する相談機能の充実 

 ・その他生活面の支援 

 

５ 外部機関・セクターとの連携・交流 

男女共同参画を推進している他の機関との情報交換・交流や、それぞれの取組の有機的

な連携を図ることは、大阪大学自身の取組の活性化に大いに役立つとともに、大学のみな

らず地域における男女共同参画を推進していく上でも重要である。さらに、大阪大学にお

ける取組と地域における取組とが相乗効果を生むことにより、本大学と地域における男女

共同参画が一層促進されることも期待される。 

 

 ・自治体など地域との連携 

 ・他大学や学会など諸団体とのネットワーク 

 ・国際的な交流 

 

 

６ 推進体制の充実 

 男女共同参画の推進のためには、体制の充実も必要不可欠である。このため、平成 22年

4 月に強化された男女共同参画体制を引き続き充実していくとともに、各部局との連携を一

層強化する。また、基本計画の策定自体も推進体制整備の重要な一環となるものであり、
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早期の策定を目指す。 

 

    ・男女共同参画推進委員会、多様な人材活用推進本部、男女共同参画推進オフィスの 

活動の充実 

 ・部局との連携の強化 
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７．女子中高生のための関西科学塾２０１２ 

 

「女子中高生のための関西科学塾２０１２」は、理科や実験など、理系に興味関心のあ

る女子中高生を対象に、関西の 5 大学が連携して平成 23 年度に実施したもので、各大学に

おける実験や、女性研究者・先輩女子学生との交流などを通じて、女子中高生の理系への

進路選択を支援した。主催は、大阪大学男女共同参画推進オフィス、サイエンス・サポー

ト・アソシエーションで、参加 5 大学等の共催と、男女共同参画学協会連絡会、大阪 21 世

紀懐徳堂などの協力、文部科学省、大阪府、大阪府教育委員会などの後援を得て行った。 

また、この事業は、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）の「女子中高生の理系進

路選択支援事業」に採択され、その支援を得て実施した。 

 本事業は当番校制で実施しており、今回で 6 年目となった。平成 22 年度は神戸大学が、

平成 23 年度は大阪大学が当番校となり実施した。 

 

 

 当初参加募集チラシ 
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女子中高生のための理系進路選択支援事業申請書 事業計画における取組概要 

（実績等に基づき一部修正） 

 

大阪大学が実施機関として運営事務局を担当する。神戸大学、京都大学、奈良女子大学、

大阪府立大学、大阪府立工業高等専門学校、男女共同参画学協会連絡会、非営利団体サイ

エンス・サポート・アソシエーション（ＳＳＡ）などと連携して実行委員会を組織し、本

事業を推進する。「関西科学塾２０１２」は、女子中高生合計１５０名、同伴者（保護者・

引率教員）５０名を対象とし、年度を通じて「５回の科学塾」を開催する。今回で６年目

となる「関西科学塾」シリーズは、関西の多くの大学から参加者とほぼ同数の大学の研究

者や学生が直接関わって実施される、“他に類を見ない大規模な地域連携型事業”である。

実施機関である大阪大学では、「次世代に繋ぐ女性研究者サポート連鎖の形成」を特徴とす

る、独自の男女共同参画の取り組みを行っている。本事業では、イベントプログラムとし

ての基本形は踏襲しつつも大阪大学の独自性を出すために、その「次世代へのサポート連

鎖」の精神を取り入れることを目指す。常設ホームページを新たに設置し、全ての年度の

イベント情報へのアクセスやメンターとの有機的な相互交流を可能とすることにより、“広

範囲”な人々（中高生・教員・保護者）に対して“継続的”かつ“協働的”に理系進路の

選択を促す「正のフィードバック」のためのシステム構築を事業の実施と合わせて行う。

その結果として、一度でも関西科学塾に参加した生徒は、参加しない回のイベントにもバ

ーチャルに参加することが可能となり、進路選択決定まで中長期にわたって支援すること

ができる。また、参加者が将来的に大学生、大学院生さらに研究者になったときに、後進

の女子中高生をサポートする側になってもらうための「サポート連鎖の形成」が期待され

る。 

「第１回」は、大阪大学において、基調講演及びリレー講演を行い、ロールモデルと交

流する場を提供する（中高生対象、引率保護者見学可）。「第 2 回」は、神戸大学・京都大

学において理学・地球科学・天文学系の実験を体験する（神戸大学：中学生対象、京都大

学：高校生対象、引率保護者見学可）。「第 3 回」は、女性研究者・技術者の多い企業・研

究所で、女性が活躍している現場を見学する（中高生・引率保護者対象）。「第 4 回」は、

奈良女子大学、大阪府立大学において、工学・理学・農学系の実験を体験する（高校生対

象、引率保護者見学可）。「第 5 回」は、大阪大学において１泊２日で、１日目に工学・理

学・生命科学系の実験を行い、２日目に中高生が「サイエンスカフェ」として、実験内容

を発表する（中学高校生対象、引率保護者見学可）。また、全実験に関して、参加した女子

中高生に学校・家庭で「ミニサイエンスカフェ」を催すことを指導するとともに、それら

の実施報告も含めてホームページの更新やニュースレターの発行・配布を行い、アウトリ

ーチ活動の強化に資する。さらに、本事業の終了後も、新たに設置された常設ホームペー

ジを通じて、参加者がメンターと継続して進路相談を行うことができることを可能とする。 
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女子中高生のための関西科学塾２０１２ 事業概要図 

 

プログラムとしては 5 回のイベントが開催されることとなっており、平成 24 年 3 月に予

定通り第 5 回まで終了した。各回終了後にその様子を伝えるニュースレターを刊行してお

り、平成 24 年 3 月末までに 5 回刊行された。 

 

2
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適切な
指導、支援

ｱﾝｹｰﾄ
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事業概要図

「体験する」実験・指導

「つながる」
指導者や参加者同士での

継続的交流

「話す」ロールモデルや
メンターとの出会い

「聴く」講演や体験談

理系に
進学したい!!

「見る」研究施設見学

委託

「発表する」実験で学んだことや
感動を伝達
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独立行政法人科学技術振興機構 女子中高生理系進路選択支援事業 Vol．1 2011/9/22

理系を目指す女子をサポートする

女子中高生のための関西科学塾

今年度もいよいよ始動しました！

開会 開会挨拶：実行委員会委員長 藤原康文
特別講演 東京大学大学院情教授 大島まり

演題 「科学技術で輝こう！！」
リレートーク

株式会社エストロラボ代表取締役 東山香子
京都大学大学院理学研究科 田中 翠
奈良女子大学理学部 蓮室陽子
大阪大学大学院理学研究科教授 田島節子

グループトーク （女子中高生対象）
懇談会 （保護者・教員対象）
閉会挨拶 実行委員会副委員長 加賀有津子
閉会

初秋とはいえ、まだ夏の暑さが感じられる９月１０日（土）、第１回「女
子中高生のための関西科学塾」が大阪大学銀杏会館で行われました。
当日は近畿一円から、また広島県や富山県の遠方からも、女子中学生
５４名、女子高校生２９名、保護者・引率の先生方３１名の総勢１１４名
が会場に集まりました。

開会は藤原康文・実行委員長により「なぜ？と感じたその時点で科学
者・技術者につながる扉の前に立っている」という研究者への最初のス
テップは案外身近に存在することに気づいてもらう挨拶で始まりました。

続く特別講演は東京大学大学院教授の大島まり先生による「科学技
術で輝こう!!」。身の回りのモノが様々な科学技術によって囲まれている

例を切り口に、ご専門の研究「流体シミュレーション」の概要や、また研
究者として歩んでこられた道のりをプライベートも交えて、お話ししてい
ただきました。

理系進学を目指す女子中高生に、もっともっと理科のことを知ってもらいたい、大好きな
実験に取り組んでもらいたい、そして将来、研究者・技術者としての自分を想像してもらい
たい。「女子中高生のための関西科学塾」は、理系女子の応援を続けている事業で、2007
年のジュニア科学塾から数えて６年目を迎えます。今年度の申込者は中学生９９名、高校生
６４名、同伴者５７名。大阪大学を中心に、京都大学・神戸大学・奈良女子大学・大阪府立
大学・けいはんな地区の研究所を会場とし、実験や見学会などさまざまな全５回のイベント
が開催されます。
ニュースレター第１号では、９月１０日に行われた第１回科学塾の模様をリポートします!

▲グループトーク１班～５班の皆さんと講師の方々 ▲グループトーク６班～１０班の皆さんと講師の方々

第１回科学塾開会式・講演会が大阪大学で開催

第１回に参加
できなかった人も、

第２回以降お待ち
しています。
詳しい情報は
科学塾HPを見て
くださいね！

↓
http://kagaku-

juku.jp/
最新情報更新中

参加者と講師の皆様が２グル―プに分かれて記念撮影
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リレートーク 理系大学院での研究生活

とにかく興味の持てるものを探してみてください。
研究室のWEBや科学者の著書を読むのも一つ

の手。研究課題に取り組む中で、不意に出会う
「分かる」楽しさは格別！

リレートーク 文系で生きてきて、
理系の仕事についている不思議

思いこむことで自分の能力にフタをしないで。
人生の節目には、そのフタがされてないか確
認を。「興味」と「行動」をセットにするよう心
掛けることが人生が豊かになるコツです。

リレートーク ちょっと先輩からのメッセージ

中高の生物科学部生物班に所属したこと
が今の私の原点。生物科学科はメンタル・
フィジカルともに鍛えられます！様々な
ジャンルを正直に体験してみてください。

リレートーク 不運の中に幸福の種あり

人生の岐路での選択が自分でできなくとも、
不幸と決めつけないで。「熱い思い」と小さな
積み重ねが成功に結び付きます。「これ面白
い！」と思えることが持てれば幸せ。

特別講演 科学技術で輝こう！！

大島まり教授

東京大学大学院

情報学環

生産技術研究所

科学技術は「ゆめ」を与えてくれる存在。私たちの暮らしは幅広い工学からなる科学
技術によって恩恵を受けています。そして、その科学技術を支えているのが研究。真
理を探究し、社会に役立つ技術の創造のために、中高生の今、自分のポケットを広
げておきましょう。

リレートークでは、鉄板に穴をあける「細穴放電加工」の会社を女性社員だけで経営している業界で注目の起業家・
東山香子さん、優秀な女子学生に贈られる第１回「京都大学理学研究科竹腰賞」を受賞された京都大学博士後期課程
２年の田中翠さん、参加者にとって一番年齢の近い存在であり、2009年は参加者の席に座っておられた科学塾OGの

奈良女子大学２年生の蓮室陽子さん、現在の大阪大学大学院教授という立場に至るまで意外なご経歴の持ち主・田
島節子先生という個性豊かな講師陣がスピーチを行いました。田島先生の「超伝導」デモンストレーションでは、参加者
は興味津々な様子で実験台に行っていました。

第１回関西科学塾について、毎日コミュニケー
ションズ発行の女子中高生向けライフデザイン
雑誌「JOLマガジン」女子中学生レポーターより

取材を受けました。同雑誌１１月号に掲載予定
です。お楽しみに！！

取
材
を
受
け
る
田
島
先
生
・

篠
原
先
生
と
中
学
生
レ
ポ
ー

タ
ー
の
お
二
人
（左
か
ら
）

▲

最後に行われた「グループトーク」は、１０グループに分かれ、講
師の先生方や大学の先生、大学院生がファシリテーターとして加
わりました。憧れの女性研究者・現役大学院生に直接話を聞ける
チャンスとあって参加者は少々緊張気味。高校生は具体的な進路
を決めて質問している姿が印象的でした。

保護者や引率の学校の先生方には、科学塾男性実行委員との
懇談会が行われました。

▲超伝導のデモの様子

色々な話が聞けたグループトーク▲

ニュースレター第２号は第２・３回科学塾についてご報告します。

東山香子さん
株式会社エストロラボ代表取締役

田中翠さん
京都大学大学院理学研究科博士後期課程２年生

蓮室陽子さん
奈良女子大学理学部生物科学科２年生・科学塾ＯＧ

田島節子さん
大阪大学大学院理学研究科教授
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いよいよ実験開始！
科学塾第２回が３会場に分かれて行われました

１０月２２日（土）、「女子中高生のための関西科学塾2012」第２回が３会場に分かれて開催されまし
た。女子中高生の皆さんが、待ちに待った大学の研究室での実験がいよいよスタート！ 中学生向
け８実験が神戸大学（中学生49名・同伴者19名）で、同じく中学生向け3実験が大阪府立大学（中学
生26名、同伴者7名）で、高校生向け8実験が京都大学（高校生40名、同伴者14名）で、 多彩な分野
にわたる合計１９種類の実験が行われ、女子中高生の皆さんには実際に研究室の設備を使っての
実験を体験していただきました。「難しかったけど、楽しかった」「大学の校舎が素敵！」「学部での研
究のイメージがつかめた」など、初めての実験を満喫し、今後の進路選択にも役立てたいという声が
多く聞かれました。それでは、各会場から当日の様子をご紹介します！

神戸大学
（中学生）

お酒の強い人、弱い人
鍔木基成先生（理学研究科・教授）

初めての実験でとても楽しかったです。
知らないことも分かったし、分からない
ことが実験で証明されていくことがい
いと思いました。（中３）

無響室での実験の様子 室の形と音の響き
森本政之先生
（工学研究科・教授）

日常の中の音の不思議につ
いて知ることができたし、普
段体験できないようなことや、
特別な部屋に入れたのは嬉
しかったです。 （中２）

温室効果ガスってなーに？
笠原俊二先生

（自然科学系先端融合研究環分子フォ
トサイエンス研究センター・准教授）

マーブルチョコのケースを使った工作が
楽しかったです。グラフを見るのも難し
かったけれど面白かったです。（中３）

身近にある放射線を測る
伊藤真之先生

（人間発達環境学研究科・教授）

「放射線」と聞いて怖いといイメージがあり
ましたが、バナナやアーモンドからも出てい
ると聞いて驚きました。いま話題になってい
る放射線についての実験に参加できて楽し
かったです。 （中２）

昆虫の脳を見てみよう
佐倉緑先生

（理学研究科・講師）

小さな生物に興味を持っていた
ので、面白かったです。（中１）

ショウジョウバエの脳の仕組み
も良くわかりました。（中１）

果物の色を分けてみよう
野村啓一先生（農学研究科・教授）

今まで果物が水溶性か脂溶性かなん
てことは考えたこともなかったので少し
難しい話だったけれど、楽しかったし興
味深かったです。（中１）

未来のコンピュータの使い方
塚本昌彦先生

（工学研究科・教授）

私達も参加するような講義形式
だったので楽しく考えることができ
ました。家でLEDの続きをしたいと
思います。（中３）

「スカウター」を試着中→

神戸大学の実験に参加していただきまして、ありがとうございました。当日はあいにく
のお天気でしたが、晴れた日には、大阪湾と神戸の街並みが一望でき、大学からは
とても美しい景色が楽しめます。今回実験に参加した中学生の皆さんが、理系をめざ
して神戸大学に進学して下さることをお待ちしています。
（女子中高生のための関西科学塾2012実行委員 相馬芳枝）

参 加 者 の 感 想 で す

宇宙線を目で視る
青木茂樹先生
（人間発達環境学研究科・教授）

もともと原子や宇宙に興味があっ
て元素等が好きで知っていることも
あったので、実験の内容がよく理
解できました。また、分かりやすく
教えてくれたので楽しかったです。
（中１）

日本製の製品は、安いだけでなく、性能がよい、省エネルギー
技術が高い、耐久性があり壊れないなどの特徴を持ち、世界

中で使われています。
この実験では、レゴ®（Lego®）
による模型の組立をとおして、
良いものを、早く、安く、正確に
作る『モノづくり』技術の一端を
体験しました。

News letter Vol．2

「女子中高生のための関西科学塾２０１２」 大阪大学 男女共同参画推進オフィス内 運営事務局
http://kagaku-juku.jp/ TEL: 06-6879-4405 FAX: 06-6879-4406 e-mail： geoffice@office.osaka-u.ac.jp

ニュースレター第３号は第３回科学塾についてご報告します。

鍾乳石と樹木から探るむかしの天気
渡邊裕美子先生（理学研究科・助教）

未来の天気の予想などの実験もしてみたいと
思いました。過去の天気が年輪などで分かる
のだと知りました。また、色んな実験に参加し
てみたいです。 （高１）

みてわかる生物学
～クラゲの蛍光タンパク質で感覚のナゾにせまる～

小林茂夫先生（情報学研究科・教授）・前川真吾先生（助教）

いろんなものを見せてもらえて楽しかったです。本で蛍光タンパク質に
ついて読むより、実際に見て説明してもらえたのでこんな働きをするん
だと理解できました。 （高１）

とても難しかったけど、光は色々な色がまざり合ってい
ることを知りました。また、恒星の星は、その星の中で
超新星爆発をすることが分かりました。光の分光がと
ても面白かったです。 （高１）

星からの光を科学する～色やスペクトルによる星の分類～
野村英子先生（理学研究科・助教）

京都大学
（高校生）

今回、唯一の高校生向け会場である京都大学では、8実験が行われました。

光触媒で
汚染物質を分解してみよう
山末英嗣先生
（エネルギー科学研究科・助教）

最初は難しいなぁって感じたけど、実
験していくにつれて少しずつわかって
実験の楽しさを感じました。ありがとう
ございました。

ＤＮＡを顕微鏡で観察してみよう
原田慶恵先生
（物質―細胞統合システム拠点・教授）
DNAが生きているみたいに、動いていたので
おもしろかったです。自分のDNAの情報につ
いて、もっと知りたくなりました！ （高２）

電波に耳を傾けよう
～ゲルマニウムラジオの

製作にチャレンジ～
川畑貴裕先生（理学研究科・准教授）

ラジオ作りでは、初めてハンダコテを使ったりして
聞けるようになるか不安でしたが、無事にきけて
よかったです。普段やったことがないことを出来
たので楽しかったです。 （高２）

大阪府立大学
(中学生）

大阪府立大学での実験実習では、開会式の後、３講座に分かれて実習を行いました。
同伴者の方には全ての実験を自由に見学してもらいました。初めての実験にドキドキしたと
思いますが、参加者が楽しそうに実験を行っていたのが印象的でした。
（女子中高生のための関西科学塾2012実行委員 細越裕子）

Lego®で遊ぼう ～モノづくりを科学する～
杉村延広先生（工学研究科・教授）

Lego ®の実験で１人で全てするのではなく
流れ作業の方が速いということが分かり、
自然科学だけでなく工学も面白いと思った。
（中１）

化学反応でゼリーをつくろう
児島千恵先生
（21世紀科学研究機構・特別講師）

好きな人も嫌いな人も一度は食べたこ
とがあるゼリーが固体や液体とは異な
ることに気づきましたか？化学反応に
よってゼリーを作り、そして色々な条件
で反応を行い、ゼリーができる条件とで
きない条件を比較することでゼリーの
正体を探りました。

少し難しいこともあったけど、いい経験
になりました。いろんな発見があったの
でとても楽しかったです。（中３）

分子で磁石をつくる
細越裕子先生

（理学系研究科・教授）

磁石とは何か、磁石の素について理
解し、実際に磁石の素を含む有機ラ
ジカル分子の合成と、磁石の性質の
測定を体験しました。また、液体窒素
を使った実験を体験し、酸素が磁石
にくっつく実験を
見学してもらい
ました。

見たことのない道具を使っての実
験ができ、とても興味を持ちました。
また、次回も参加したいと思いまし
た。（中３）

光の示す不思議な世界
舟橋春彦先生
（高等教育研究開発推進機構・教授）

〈Ｐ！リモコン〉を使った実験が印象に残っ

て、電波の方向など、いつも日常生活で気
にしていないことなどに気づけてよかった。
偏光板のところは難しかったけど、いろい
ろ予想ができて楽しかったです。 （高２）

さまざまな細胞を見るこ
とができてよかったです。
（高２）

生物のミクロの世界を実体験！
～身近な微生物を光学顕微鏡・電子顕微鏡

で観てみよう～

透過電子顕微鏡
H-7000→

← 緑藻
アミミドロ
遊走子の

透過電顕写真

幡野恭子先生（人間・
環境学研究科・助教）

参 加 者 の 感 想 で す
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第３回科学塾 ～けいはんな学研都市を会場に～

けいはんなの女性研究者との交流会・研究所訪問
11月12日の第3回科学塾は、女子中高生の皆さんと、けいはんなの学研都市の研究所等で研究をしている女

性研究者との交流会が行われました。女子中高生の皆さん28名、同伴者12名が14名の講師の皆さんの研究紹
介に耳に傾け、そして少人数グループに分かれて、研究・家族のことや、勉強の仕方の注意など様々なお話を聞
くことができました。その後は、けいはんな学研都市で行われている最新の研究成果などを見学しました。

色々な方のお話を

聞くこができ、とても
自分のためにも参考
になりました。

女性研究者
との交流

情報関係・バイオ関係・・・といった具合に分野ごとに分かれて、自分の興味のあるお話を聞くことができました。

途中でグループを入れ替わり、多くの研究者の人たちから情報をお聞きできるように工夫がされていました。

小グループに分かれて、研究・勉強のこと、
それ以外のこと、いろいろお話を聞けました

けいはんな
学研都市を訪問

バスでけいはんな学研都市に到着した参加者に、まず、けいはんな学研都市やその周辺で研究・教育をして

いる女性研究者の皆さんから自己紹介がありました。研究の紹介の他、普段の生活や家族のことなど、普通は
あまり聞けないいろいろなお話の紹介がありました。

けいはんな学研都市をバスで訪問して
女性研究者の皆さんと交流しました

今日参加して、
英語力がない
と理系は大変
だということを

知りました。

▲講師の先生のご紹介 ▲熱心に聞き入る参加者の皆さん

▲憧れの女性研究者とお話しできました！ ▲和やかなムードで進む交流会の様子
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ニュースレター第４号は第４回科学塾についてご報告します。

当日会場内で開催されていた「けいはんな情報通信研究フェア」では、最新の研究成果の機器の

デモンストレーションなどが研究者の皆さんによって紹介されていました。一線の研究者から直接研
究内容についてのお話を聞くことができました。

けいはんな情報
通信研究フェア

「けいはんな情報通信研究フェア」を見学し、
最新の研究に触れることができました

参加した皆さんの声

• 今日参加して、英語力がないと理系は大変だということを知りました。

なので、もっと勉強を頑張ろうと思いました。先生たちのはなしはむずかしかった
けど、おもしろかったです。

• 高専に進む道もあるということを教えてもらえて、よかったです。

• いろいろ勉強になってたのしかった。

• すごく楽しく理科の視野が広がったように思います。

• いろんな方の話がきけてよかったです。

• 研究者の方々や興味のある分野の方の話がきけて大変有意義な時間をすごすことが

できました！とてもたのしかったです。

• 様々なことを教えていただきかなり参考になりました。

• いろいろなお話が聞けて、とても勉強になりました。ありがとうございました。

• 楽しかったです。また参加したいです。

• 今日の経験で、さらに理系への関心が深まりました。また、こういうものに参加し
てみたいです。

• 色々な方のお話を聞くことができ、とても自分のためにも参考になりました。

• 今日は、色々な分野の人たちに話をきけて、理科に対する興味がふかまりました。

研究者の方々や興味

のある分野の方の話が
きけて大変有意義な
時間をすごすことがで

きました！

<  「女性研究者との交流会」 講師の皆さん > 
 オムロン株式会社 鍋藤 実里さん
 財団法人地球環境産業技術研究機構 朝原 友紀さん
 独立行政法人情報通信研究機構 堀 智織さん
 独立行政法人情報通信研究機構 張 兵(Bing Zhang)さん
 奈良工業高等専門学校 上田 悦子さん

奈良先端科学技術大学院大学
井上 美智子さん 寺田 佳世 さん
森田 美代さん 山口 真理子さん
武田 さくらさん 廣原 志保 さん
寺田 直美 さん 足立 麻衣子さん

奈良女子大学 竹内 孝江さん

▲親近感が体感できるロボット ▲企業や研究所のブースで最新の機器に触れてみました！
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関西科学塾 第４回

高校生向けの実験実習を開催しました

寒さが感じられるようになってきた１１月２６日、奈良女子大学で第４回科学
塾が開催されました。当日は13名の高校生の皆さんと、２名の同伴者の参加が
ありました。まずは富崎松代副学長からの挨拶、続いて小林教授から科学塾の
紹介と注意があり、その後講座毎に分かれて実験を体験しました。
奈良女子大学の特色を生かした５つの講座が実施されました。大学の施設を
使っての講座に参加者の皆さんは興味津々でした。

（女子中高生のための関西科学塾2012実行委員 小林 毅）

世界が注目！
油をたくさん分泌する微細藻類
～電子顕微鏡で観察しよう～
野口哲子先生
（理学部生物科学科・教授）
鍵和田聡先生
（理学部生物科学科・准教授）

電子顕微鏡を使って、油をたくさんつくる
微細緑藻ボトリオコッカスの細胞内の微
細構造（核、ゴルジ体、ミトコンドリア、葉
緑体など）、細胞内の油滴やその分泌
の様子を観察し、写真撮影しました。

火山灰の身元捜し！
～火山噴火史の解明と考古学への利用～
高田将志先生（文学部人文社会学科・教授）

火山噴出物は、火山噴火史の解明に重要な手
掛かりとなるだけでなく、広域におよぶ地域の同
一時間面を知る上でも、この上ない指標となりま
す。この実習では、旧石器時代と縄文時代に九
州南部から放出され、西日本～中部～関東～
東北地方南部を広く覆った巨大噴火による火山
灰を顕微鏡観察して、身元識別をしました。

暗号入門
～アリスとボブの秘密～
山下靖先生（理学部情報科学科・教授）

基本的な暗号の原理を学んだあと、量
子力学の原理を応用した「量子暗号」と
呼ばれる新しい暗号を用いた通信の手
順を、実際に自分たちでシミュレート（ま
ね）をしてみました。最初に通常の通信
の場合、次に盗聴者がいる場合にどの
ような現象が起きるか、実験者のあいだ
で送信者・受信者や盗聴者の役割を交
代しながら、調べました。

奈良女子
大学

普段使うことののない電子顕微
鏡を実際に操作することが出来
たり、色んな実験室を見学でき
て、貴重な体験をすることがで
きた。今回参加して本当に良
かったと思います。（高２）

母が地学科に所属していて
以前から興味があったので
今回の実験はとてもおもしろ
かったです。今回は本当に
有難うございました。（高２）

内容はむずかしかったけど、
ふつうはさわれない、機械が
つかえたりいい経験になりま
した。（高１）

11月26日（ 土） 、 高校生を対象とした「 女子中高生のための関西科学塾２０１２」 第４回が行わ
れ、 奈良女子大学で5実験・ 大阪府立大学で４実験の講座が用意されました。 ニュースレター第
４号では、 参加者の声を交えながら、 実験の詳細をご紹介します。

その他の実験講座 地球（アース）の贈り物～金属でみる人類史～ 松岡 由貴先生（理学部物理科学科・助教）
光のスペクトルを測ってみよう 山本 一樹先生（理学部物理科学科・准教授）
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ニュースレター第５号は第５回科学塾についてご報告します。

大阪府立大学での実験実習には、高校生８名・中学生１名、同伴者７名が参
加しました。急に寒くなったためか、間際になっての欠席者が出たのが少し残念
でした。開会式の後、参加者は４グループに分かれて実習を行いました。全て
の実験を同伴者の方に見学してもらいました。少人数での実習になり、参加者
は教員とＴＡから密度の濃い指導を受けることができたと思います。

（女子中高生のための関西科学塾2012実行委員 細越裕子）

DNA鑑定：遺伝子で身元を突きとめる
恩田真紀先生（理学系研究科・准教授）

DNA鑑定と言えば、ミステリーの犯人探し
や親子鑑定などのヒトのDNA解析がまず

頭に浮かびますが、実はヒト以外の生物
のDNA鑑定もよく行われています。本実験
では、身近にある食品のDNA鑑定を行い、

みなさんにその身元を突きとめてもらいま
した。

金の粒をつくってみよう
床波志保先生（21世紀科学研究機構・特別講師）

金や銀はピカピカと金属光沢があり、古くから女
性達を魅了してやまない存在ですが、それらをナ
ノメートルサイズ（ナノメートル＝１０億分の１メート
ル）まで小さくすると、金粒子は赤色、銀粒子は黄
色になり全く異なる色を示すようになります。この
実験では、実際に自分で金や銀の粒子を作って、
その色の美しさに触れてみました。

一番いいのはどの答え？
～最適化入門～

森澤和子先生（工学研究科・准教授）

私たちは普段生活の中で、いくつかの候
補や選択肢の中から一番よさそうなもの
を選ぶという決定を常に行っています。最
適化の手法を使った科学的で筋のとおっ
たスマートな意思決定の効果をコンピュー
ターを使って体験してみました。

大阪府立
大学

内容を理解するのは難し
かったけれど、とても楽し
く実験をすることができま
した。理系への進学につ
いて前向きになりました。
（高２）

とても分かりやすく教えてもら
えてあっという間に時間が過ぎ
ました。ナノメートルの世界を
知ることができ、実際に粒子を
作ることもできて楽しかったで
す。（高２）

最適を見つけるのは、機械で
あっても難しいことであるという
ことを初めて知りました。２個ま
では法則があるけれど３個以上
はないので、工夫しながら探さ
なければならないので大変だと
思いました。（高１）

光合成をお手本に地球に
やさしい電池をつくってみよう
牧浦理恵先生（21世紀科学研究機構・特別講師）

太陽電池にはいくつかの種類がありますが、今回作
成した太陽電池のことを色素増感太陽電池といい、
その名の通り色のついた光を良く吸収する材料（色
素）を用いている点が特徴です。身近な材料で太陽
の光を電気に変える実験を行いました。

少人数で詳しく丁寧に教え
てもらえたのでよかったです。
この実験に参加して理系に
進学する参考になりました。
（高２）
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 今年度の関西科学塾２０１２は、読売新聞や日経産業新聞、ＪＯＬマガジン（女子中高

生向けライフデザイン雑誌）、奈良テレビが取り上げた。 
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関西科学塾第５回（最終回）
実験とサイエンスカフェを開催しました

３月１７日（土）～１８日（日）の１泊２日の日程で、今年度最終回となる、女子中高生のための関西科学塾
２０１２第５回を大阪大学で開催しました。今回は高校生が対象でしたが、ぜひ参加したいと名乗りをあげた
中学生も特別に参加し、高校生５３名、中学生１８名、同伴者６名の合計７７名が集まりました。１日目は、
開会式の後、関西科学塾ＯＧの尾坂美樹さんによる講演がありました。その後、女子中高生は１０の班に
分かれて実験実習を体験しました。今回はそれぞれの班に著名な科学者の名前をつけました。２日目は、
午前に各班の実験結果の発表会（サイエンスカフェ）を行いました。午後は神戸大学特別顧問の相馬芳枝
先生からご講演をいただいた後、表彰式と閉会式、記念撮影を行いました。
ニュースレター第５号では、参加者の感想なども交えつつ、第５回の様子をお届けします。

関西科学塾２０１２実行委員会委員長 藤原康文

有機エレクトロニクスを作ろう
安蘇芳雄先生 （Joul班）
（産業科学研究所・教授）
有機エレクトロニクスは近未来の
科学技術として注目されています。
有機エレクトロニクスとはどんなも
のか？その応用状況や未来の可
能性について理解しました。その一つである有機薄
膜太陽電池について素子作製の一部と太陽電池評
価を体験しました。

きれいな水を作るには
宇山浩先生 （Archimedes班）
（工学研究科・教授）
私達の日常生活に不可欠な水の重要性を学びました。
その上で、納豆のネバネバ成分を用いた薬剤で池の
水を浄化する実験と有毒なものを除去できる多孔質高
分子フィルターを作る実験を行いました。

七色に光るナノ粒子をつくる
小俣孝久先生（Hooke班）
（工学研究科・准教授）
大きさが3～5ナノメートルの非常に小さな半導体の
結晶を作りました。空気との反応を避けるために、窒
素で満たされたグローブボックスで原料となる溶液を
準備し、各人で反応時間を変えてナノ粒子を作りまし
た。

カミナリの科学
牛尾知雄先生（Fleming班）
（工学研究科・准教授）
カミナリが発生する仕組みを学び、

高電圧発生装置を用いた疑似カミナリを体験しまし
た。次に、圧電素子を用いたマイクロカミナリ発生装
置と、身近な素材と発光ダイオード(LED)で受信機を
自作しました。マイクロカミナリが発生するとLEDが点

灯する現象に、「何で？」という疑問を持ってもらい、
絶縁破壊や電磁波の発生を理解してもらいました。

脳の不思議な世界
喜多村祐里先生 （Galileo班）
（医学系研究科・准教授）
脳のはたらきを測定することの
難しさを体感しました。
脳は、驚くほど小さなエネルギー
で上手にはたらくような仕組みを
持っていて、それをより便利で豊
かな生活の実現に繋げる技術の開発が進められて
いることも知りました。

鳥や昆虫の美しさの秘密
木下修一先生 （Darwin班）
（生命機能研究科・名誉教授）
クジャクやチョウの羽など、微小な構造
により色の出る試料を顕微鏡で観察し
たり、レーザー光を照射したりしてその
特徴を調べました。また、人の目でみる色と分光器を
用いて調べた色を比べる実験をしました。

プラズマを作って計測しよう
坂和洋一先生 （Bohr班）
（レーザーエネルギー学研究センター・准教授）
ガスを封入したガラス管や蛍光灯を電子レンジに入
れてプラズマを生成し、プラズマからの発光を波長分
解する事のできる計測器（分光器）を用いて測定しま
した。ガラス管を何種類か用意し、観測された発光を
波長の表と比較することによって、何が発光している
か、プラズマからの発光とプラズマ以外からの発光
はどう違うか、などを調べてもらいました。

身の回りの放射線を調べてみよう
鈴木幸子先生 （Curie班）
（工学研究科・助教）
「放射線とは何か？」「放射能とは
何か？」について学び、放射線の
特性についての実験を行いました。
その後、キャンパス内の様々な場所や物からの自然
放射線を測定し、身近なところに放射線が存在して
いることを体験してもらいました。最後に放射線につ
いての疑問についてディスカッションしました。

光るよ見えるよ、タンパク質
篠原美紀先生 （Koch班）
（蛋白質研究所・准教授）
ヒストンタンパク質にGFPを融合した
ヒト培養細胞が分裂するときの染色
体の動きをライブセルイメージングで
２時間にわたって観察し、一方で、分裂期の細胞を
DAPIで染色体、間接蛍光抗体法でセントロメアタン
パク質とチューブリンを可視化して観察を行い、それ
ぞれの方法の違いについてディスカッションしました。

レーザーを作ろう
渡辺純二先生 （Einstein班）
（生命機能研究科・准教授）
いろいろな光源からの光のスペクトルを観測して、目
で感じる色と光の波長との関係について考察しまし
た。また、色素溶液、ルビー結晶、日焼け止めクリー
ムなどによる光の吸収や蛍光スペクトルを測定し、物
質や光子のもつエネルギーについて考察しました。
なお、色素レーザーをつくる時間がなかったことがと
ても心残りでした。

スケジュール
3/17（土）
14:00   ガイダンス
14:10 関西科学塾OGによる講演

京都大学工学部 尾坂美樹さん
14:30   会場へ移動して実験開始 （10実験）
17:45 JICA大阪国際センターへバス移動

18:30 夕 食
19:30 グループごとに発表準備
22:00  就 寝

3/18（日）
9:00     発表準備（30分）
9:30     サイエンスカフェ（150分）
12:00   昼 食
13:00  講 演

国連世界化学年「女性化学賞」受賞
神戸大学 相馬芳枝 特別顧問

13:45 表彰式 記念撮影 閉会式
14:15 解 散 今回は様々なきれいなものを見ることができて

楽しかったです。実験がより好きになりました。

水がきれいになる様子を見るのはとても
面白くて、そんな簡単な作業で水が浄化
されることにはビックリでした。

透明な溶液に見えるのに、ナノ粒子ができて
いて、その大きさが0.1ナノメートル変わるだ
けで光る色が変わることに驚きました。

科学塾実行委員長賞 Joule班相馬芳枝賞 Archimedes班

グッドコラボ賞 Hooke班グッドコラボ賞 Koch班
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サイエンスカフェ

実験結果の発表会（サイエンスカフェ）を２日目に行いました。
著名な科学者名を班名とした１０の班が、アルファベット順（Ａｒｃｈｉｍｅｄｅｓ班、
Ｂｏｈｒ班、Ｃｕｒｉｅ班、・・・）に発表を行いました。関西科学塾２０１２実行委員の松岡先生の司会により、各班につい
て発表時間は１０分、質疑時間は５分で進められました。前日深夜まで発表準備を行った各班は、自分たちで書いた図や説明文
にグラフや画像などを組み合わせて作成した資料をプロジェクターで投影して発表し、プレゼンの方法も、実演や掛け合い、
ショー仕立てなど、それぞれ工夫を凝らしていました。質疑では会場の女子中高生から、素朴な疑問、鋭い質問、研究者でも答
えにくい難問など、数十もの質問が出て、各班の発表者の女子中高生も一生懸命に答えていました。
その後、参加者全員が一番良かったと思う班に投票し、実行委員による選考と併せ各賞を決めました。その結果、最優秀発表

賞にはFleming班「カミナリの科学」が輝きました。各賞受賞班については、写真とともに下にご紹介させていただきました。
発表・質疑を行った女子中高生はもちろん、同伴の保護者や引率の先生、実験担当の講師やアシスタントの方々、実行委員な

ど、参加者全員にとって、とても充実感があり記憶に長く残るであろう、大変印象的な発表会となりました。

ナイスデザイン賞 Darwin班

ユニーク発表賞 Einstein班

ベストリサーチ賞 Bohr班

ナイスチャレンジ賞 Curie班最優秀発表賞 Fleming班

優秀発表賞 Galileo班

「求めよ！さらば与えられん」と題された講演を、サイエンスカフェ終了
後の興奮さめやらぬ会場で、相馬芳枝先生からお話いただきました。
まず、相馬先生が昨年の世界化学年に受賞された「女性化学賞」や、
キュリー夫人の生涯などについて説明されました。プエルトリコでの授賞
式の模様を写した写真を示されると、参加者のみなさんは目を輝かせて見ていました。

さらに、相馬先生が受賞されることとなった一酸化炭素や地球温暖化防止の研究について、
身近な問題に対し解決の方法を早くから研究し、結果を出されてきたことをお話しされました。
また、女性であることは人間としての個性の一つであり、科学者として活躍することに性別は
関係ないことを強く訴えかけられました。

また、研究発表を条件に相馬先生が参加されたノーベル賞授賞式や晩さん会の様子につ
いて、歴史に名を連ねる日本の研究者が多く参加していることや、その規模の大きさにみな
さん圧倒されているようでした。続いて、水戸の女子高生が未知の化学反応を大発見し、専
門誌への論文掲載に至ったニュースなどをご紹介され、遠い夢のようなお話から私たちでも
できるのでは？と思わせる同年代の女性の活躍まで、次々と楽しい話題に参加者のみなさ
んはすっかり引き込まれてしまいました。
さらに、日本の女性科学者の先駆けであり、ビキニ環礁でのアメリカの水爆実験の影響を

実証された猿橋勝子さんについては、研究の心構えや、私財を投じて設立した猿橋賞のお
話がありました。最後に、相馬先生ご自身が元気づけられたプロジェクトとして、小惑星イト
カワの物質を持ち帰ったことで有名な探査機「はやぶさ」とプロジェクトマネージャーの川口
先生の紹介をされ、参加者のみなさんも未来の科学者を目指してさらに頑張ろうと決意を固
めたように見えました。

「日本のキュリー夫人！」
神戸大学特別顧問 相馬芳枝先生による講演

相馬芳枝先生

「OGから後輩の皆さんへ」
京都大学工学部 尾坂美樹さん講演

初日のプログラムでは、第１回科学塾に参
加されたOG・尾坂美樹さんの講演が行われ

ました。在学中の京都大学で研究されている
「有機薄膜太陽電池」について説明の後は、
理系女子学生の学内での比率や講義スケ
ジュールなど、女子中高生にとって興味ある
話題を取り上げられました。

また、第１回科学塾当時の写真を紹介し、
表彰の思い出を披露。客席に座る女子中高
生といつかともに働く日が来ればと話し、OGと

現役女子中高生が、科学塾により未来につな
がっていくことを予感させる講演となりました。

女子中高生のための関西科学塾2012に参加して
いただいた女子中高生の皆さん、実験をご担当い
ただいた先生方、スタッフの皆様、本当にありが
とうございました。次年度科学塾は奈良女子大学
を中心に開催いたします。お楽しみに！
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 平成 24 年 1 月 26 日には、ＪＳＴ東京本部で、「女子中高生の理系進路選択支援事業」 平

成 23 年度連絡協議会」が開催され、同事業の採択事業の一つとして、関西科学塾２０１２

の実施状況について発表を行い、本科学塾の実績や取組について、JST から高い評価を得

た。また、他の採択事業担当者との情報交換等を行った。 

 次年度の当番校は奈良女子大学であり、企業の協力を得てより多彩なプログラムを展開

する方向で実施内容を検討中であり、2 月 15 日には、JST「女子中高生の理系進路選択支

援事業」への平成 24 年度申請書が提出された。 
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８．ワーク・ライフ・サポートに関する取組 

 

８－１．「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画 

 本学においては、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を、平成 17 年

4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日の 5 年間を計画期間として、平成 17 年 3 月 22 日に策定、

届け出を行った。 

 （同計画の内容） 

   目標① 休暇請求自由の拡大を行い、1 日又は 1 時間単位で取得を可能とする。 

       （入退院の付添い以外に出産時や入院中の付添い等も認める。） 

   目標② 男性職員の育児参加のための休暇を新設する。 

       （産前産後休暇期間中に5日以内。1日又は1時間単位で取得を可能とする。） 

   目標③ 介護休暇が請求しやすくするため、請求期限の緩和を行う。 

   目標④ 男性も育児休業が取得しやすいように促進のための周知を行う。 

   目標⑤ 育児・介護を行う職員が、フルタイムで働きながら家庭責任を果たすこと 

を支援するため、早出遅出の始業・終業時刻の勤務ができる制度を導入する。 

      目標⑥ すでに導入している子の看護のための休暇を取得しやすくするため、取得 

方法の弾力化を行う。 

 （1 日又は 1 時間単位で取得を可能とする。） 

 

 これらの目標に対して、様々な制度改正等を行い、「基準適合一般事業主」（“くるみん”）

の認定申請を行い、平成 22 年 6 月に認定された。大阪労働局管内では、公立・私立大学を

含めて大学として初めての「くるみん」認定となった。 

 

次世代育成支援対策推進法では、事業主
は、従業員の子育て支援のための行動計
画を策定・実施し、その結果が一定の要件
を満たす場合に、厚生労働大臣の認定を受
けることができることになっています。

大阪大学では平成１７年４月に策定した
一般事業主行動計画において、特に育児・
介護支援対策を実施し、行動計画に定めた
目標を達成しました。

このことにより厚生労働省が定める認定
基準も達成したことから、「基準適合一般事
業主」に認定されました。

認定をうけた事業主はその旨を示す表示
「くるみん」を求人広告や名刺、封筒などに
つけることができます。

大 阪 大 学 が

2010年6月認定マーク「くるみん」

一般事業主行動計画 平成22年4月1日から平成27年3月31日

目標① 育児休業取得者に対して、「次世代育成支援に関する手引き」
を配布する。

〈対策〉平成22年4月以降 検討開始
平成23年4月以降 手引きを配布。

目標② 教職員が利用できる搾乳スペースの確保について、可能な部署から
順次これを行う。

〈対策〉平成22年4月以降 検討開始し、可能な部署から順次措置する。
目標③ 男女共同参画推進に関するセミナー、講演会 シンポジウム等を

実施する。
〈対策〉平成22年4月以降 年度ごとに検討し、可能なものについて実施する。

「くるみん」は厚生労働省の一般公募により決定
したマークで、赤ちゃんが大事に包まれる「おくる
み」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子供の育成
に取り組もうという意味が込められています。

男女共同参画推進オフィス
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 また、平成 22 年度からの 5 年間を計画期間とする次期一般事業主行動計画を平成 22 年

2 月に策定し、3 月に大阪労働局に届け出を行い、現在実施中である。 

  （同計画の内容） 

   目標① 育児休業取得者に対して、「次世代育成支援に関する手引き」を配付する。 

         目標② 教職員が利用できる搾乳スペースの確保について、可能な部署から順次こ     

れを行う。 

   目標③ 男女共同参画に関するセミナー、講演会、シンポジウム等を開催する。 

 

８－２．次世代育成支援に対する手引き 

 次世代育成支援対策推進法の趣旨、本学の一般事業主行動計画の内容と実施した措置、

本学の教職員に対する仕事と子育ての両立支援のため、妊娠・出産・育児期間を通じて利

用できる諸制度等を分かりやすくまとめ、説明・解説した「次世代育成支援に関する手引

き」を平成 21 年 3 月に作成した。多様な人材活用推進本部ホームページ（同本部の平成 23

年 3 月末廃止に伴い、平成 24 年 4 月に新しいホームページとなる予定）等において学内専

用として掲載して周知を図ってきた。 

  

８－３．育児・介護休業法の改正に伴う就業規則等の一部改正 

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介

護休業法）の改正に伴って、平成 22 年 6 月 30 日から、育児休業の適用拡大や子の看護休

暇の拡大などを内容とする、本学の就業規則等の一部改正が行われた。 

 これらの改正点について教職員の理解を進めるため、パンフレット「改正育児・介護休

業法施行に伴う制度改正について（お知らせ）」を平成 22 年 6 月に作成し、「多様な人材活

用推進本部ホームページ」等において周知を図っている。 

 

８－４．長期履修制度 

平成 22 年 3 月に「多様な人材活用推進委員会」から各研究科に対して、長期履修制度の 

導入促進について要望を行った。 

その後の長期履修生の人数は、平成 22 年度は 26 名（文学研究科 8 名、人間科学研究科

12 名、医学系研究科（保健学科）5 名、言語文化研究科（言語社会専攻）1 名）、平成 23

年度は 41 名（文学研究科 10 名、人間科学研究科 13 名、医学系研究科（保健学科）4 名、

工学研究科 2 名、基礎工学研究科 1 名、言語文化研究科（言語文化専攻）2 名、（言語社会

専攻）5 名、国際公共政策研究科 3 名、情報科学研究科 1 名）となり、平成 22 年年度以降

も、全体として人数が増加するとともに長期履修生の所属する部局も広がってきている。 

  一方、多様な人材活用推進本部長から各研究科に対し、平成 23 年 2 月に、長期履修制度 

の進捗状況について調査を行った。その結果、調査対象の 16 部局のうち、導入済みが 7 部

局、検討中が 6 部局であった。それ以降の進捗状況を最近（平成 24 年 1 月 31 日現在）の
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結果をみると、平成 24 年度から実施とする部局を含め、11 部局が長期履修制度を導入済み

または導入することとしている。 

 

８－５．育児休業・介護休業の弾力的運用の検討 

両立可能な勤務体制を構築するために、育児休業・介護休業の弾力的運用に関するシス

テム改革を実現した。具体的には、教員についても、育児休業・介護休業の部分休業的な

取得を可能とした。 

教員及び特任研究員（常勤）は裁量労働制であるため、勤務時間数で測れない業務を切

り分けすること等の課題が存在したが、これらの課題の対応策の一つとして、裁量労働制

である教職員に短時間勤務を可能とすることについて平成 22 年 3 月 30 日に過半数代表

者と労使協定を締結した。これにより、休業をして完全に研究から遠ざかるのではなく、

業務を一部軽減することで、休むことなく現場で仕事を続けることが、平成 22 年 4 月 1 日

より可能となった。これは、全く発想を変えた新たな制度であり、今後制度を周知徹底さ

せる必要がある。 

 

８－６．妊婦健診予約支援・電動さく乳器のレンタル 

平成 20 年 7 月より開始した、学内の教職員を対象とした医学部附属病院の産科婦人科に

よる妊婦健診予約支援事業を継続して実施し、平成 22 年度は 5 名、平成 23 年度は 3 月現

在で 4 名の利用があった。なお、産科婦人科の協力を得て、妊婦健診のみならず、産後の

体調不良等も視野に入れた、より広範な「女性研究者サポート外来」体制を整備した。 

 

 

 

大阪大学女性教職員
妊婦健診支援・サポート外来

大阪大学の女性教職員のワーク・ライフ・バランス実現のため、

大阪大学医学部附属病院の産科婦人科において、

妊婦健診や外来診療が受けられるよう予約支援を実施します。

注）医学部附属病院の診療日は他にもありますが、この支援事業は、火曜日のみが
予約可能となっています。 原則として、初診料相当額2,700円（保険診療の場合
は3割負担）が必要です。

【妊婦健診の場合】
１．出産される病院は、医学部附属病院でも、ご自身で予約された病院への、

いわゆる里帰り出産でも可能ですので、担当医師にご相談ください。
２．健診日には、保険証と母子手帳（すでに交付を受けられた場合）をご持参

ください。原則として、初診料相当額以外に健診料2,500円が必要です。

実施曜日： 毎週火曜日13:30～15:00（ 祝日は除く）
担当医師： 大橋一友医師（ 代診の場合もあります）
対 象 者： 学内の女性教職員

（ 常勤・ 非常勤を問いません）
申込方法： 妊婦健診やサポート外来受診を希望

される方は、 予約申込書に記入のうえ、
男女共同参画推進オフィスまでお申し込
み下さい。

予約手続き完了後にご連絡いたします。

お問合わせ先・お申込み先：男女共同参画推進オフィス
吹田地区福利厚生施設 レストラン匠2階
E-mail geoffice@office.osaka-u.ac.jp

ダイヤルイン 06-6879-4405

ファクシミリ 06-6879-4406
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 また、男女共同参画推進オフィスでは、平成 22 年度より電動さく乳器のレンタルを開始

した。平成 22 年度は 3 名、平成 23 年度は 3 月現在で 3 名の利用があった。 
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８－７．学内保育園の整備 

平成 20 年 4 月大阪大学運営として吹田地区に開園した「たけのこ保育園」は、建物を新

築した。続いて「まきば保育園」の建物を改修した。まきば保育園では 0～2 歳児クラス、

たけのこ保育園では 0～5 歳児クラスまで受け入れ、両園とも早朝保育（7：30～8：00）、

延長保育（18：00～20：00）、休日保育（土曜日、8：00～18：00）を実施した。さらに、

看護師の常駐により体調不調児の保育に備えると共に、栄養士を配置して独自の献立立案

に基づいた給食提供を実施している。 

さらに、平成 20 年 5 月に保育園に関する専用ホームページを開設した。ホームページに

は、総長メッセージ、運営理念・保育理念、保育基本方針、保育施設規程、保育園概要、

年間行事予定、申込方法、保護者の声、保育園 Q＆A などを掲載すると同時に、入園申し

込みをホームページから受け付けるようにした。ボランティア募集も行っている。

（http://www.hoikuen.osaka-u.ac.jp/index.html） 

 

 開園 2 年後の平成 21 年度末には、当初想定した人数より在園継続を希望する者が多いこ

とが分かり、従来のクラス体制ではやがて保育室が不足し、運営困難な状況となる恐れが

出てきた。そのため、平成 23 年度からは 0，1 歳児クラスをまきば保育園に、2〜5 歳児ク

ラスをたけのこ保育園に集約し、定員を 99 名から 125 名に増やして運営している。これら

2 施設の園児定員・職員構成（平成 23 年度）は以下の通りである。 

 ・「まきば保育園」園児定員 

     0 歳児：25 名、1 歳児：20 名 

・「たけのこ保育園」園児定員 

     2 歳児：20 名、3 歳児：20 名、4 歳児：20 名、5 歳児：20 名 

・「たけのこ保育園」職員構成 

園長、主任、保育士、栄養士、調理師、看護師、事務職員 

・「まきば保育園」職員構成 

園長、主任、保育士（調理師、看護師、事務職員はたけのこ保育園と兼任） 

 

また、園児の健康を管理するために、医学部附属病院及び歯学部附属病院との連携によ

り、年 2 回の健康診断と年 1 回の歯科健診を実施している。これらに加えて、園児の心身

の発達について保護者が日常心配なことを相談でき、専門医（医学部教授）からアドバイ

スを受けられる「すくすく相談会」を 2，3 ヶ月に 1 度の頻度で実施している。この会では、

母親が、子供の発達状況について気になる点を専門医に説明し、園児のクラス担任と園長

が保育園において感じていることをそれに加えることにより、要点を具体化して意見交

換・相談を行っている。 

 

http://www.hoikuen.osaka-u.ac.jp/index.html
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 「たけのこ保育園」        

 

 

 

 

 

 

 

「まきば保育園」 

 

 

 また、「のぞみ保育園」が廃園されて 10 年余経って、豊中地区にも保育施設が必要であ

ると認識されるようになり、多様な人材活用推進委員会では、その規模や設置場所を検討

した。平成 22 年度には、豊中部局長会議からの要望を受け、新園設置が大学で承認され、

予算が措置された。その設置に向けた具体的な検討は、豊中地区保育施設検討ワーキング

で行われ、定員規模と建設場所が保育施設運営委員会で決定された。新園は「まちかね保

育園」と命名され、平成 24 年 10 月の開園を目指して、建設に向けた準備が進められてい

る。 
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 「まちかね保育園」（イメージ図） 

 

 

 

８－８．保育園ボランティア制度の発足 

学内保育園では、本学学生による保育園ボランティアの募集を 2009 年 10 月よりホ

ームページ上で開始した。活動内容は散歩の付き添い、園内での遊び相手、各種行事（七

夕まつり、運動会、クリスマス会等）の準備と参加、園内の環境美化などである。 

これまでに、医学部及び歯学部学生の合奏サークル 12 名及び人間科学部学生 2 名から

ボランティアの申し込みがあった。合奏サークルの学生達は平成 21 年以降のクリスマス

の日に、たけのこ保育園でその日にちなんだ音楽のミニコンサートを行っている。また、

人間科学部学生は各々が平成 23 年度に週 1 回（講義の無い時間帯に）園児達の遊び相手

として活動している。今後、ますますボランティア希望学生が増えることを期待している。 
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９．啓発活動 

 

９－１．男女共同参画シンポジウム 

学内での男女共同参画意識の醸成と学外関係者との意見交換の目的で、毎年、大阪大学

男女共同参画シンポジウムを開催している。 

 平成22年度：平成22年12月10日（金） 

「大学におけるワーク・ライフ・バランスを進めるために」 

 平成23年度：平成23年12月12日（月） 

「男女がともにいきいきと働けるキャンパスを目指して」 

 

１）第４回大阪大学男女共同参画シンポジウム（平成 22 年度） 

多様な人材活用推進本部及び男女共同参画推進オフィスは、12 月 10 日（金）、情報科学

研究科 A 棟において、大阪大学第 4 回男女共同参画シンポジウム「大学におけるワーク・

ライフ・バランスを進めるために」を開催した。 

当日は、本学の教職員や学生をはじめ、他大学、民間企業等の男女共同参画担当者など、

100 名を超える参加となった。 

シンポジウム開催にあたり、頼本維樹本部委員（男女共同参画推進オフィス室長）の総

合司会のもと、鷲田清一総長から開会の挨拶があった。 

次に、基調講演として、文部科学省からお迎えした、板東久美子生涯学習政策局長に「大

学におけるワーク・ライフ・バランスの実現を目指して」と題してご講演いただいた。 

その後、同志社大学からお迎えした川口章政策学部教授に「データに基づく男女共同参

画」と題してご講演いただいた。 

続いて「大阪大学における男女共同参画の取組状況」と題して、頼本委員から本学の現

状報告があった。 

さらに、大阪大学研究支援員制度を利用している教員・研究員から、支援を行っている

研究支援員とともに、この制度の利用状況等についての報告があった。 

また、板東局長・川口教授にもご参加いただき、松繁寿和本部委員の司会によりパネル・

ディスカッションが行われ、ワーク・ライフ・バランス実現への大学の取組みについて討

論がなされた。参加者を交えた活発な質疑応答も行われ、最後に頼本委員からの挨拶によ

り、盛況のうちに幕を閉じた。 
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シンポジウムプログラム 

大阪大学第 4 回男女共同参画シンポジウム 

「大学におけるワーク・ライフ・バランスを進めるために」 

日時：平成 22 年 12 月 10 日（金）13:30 ～16:45 

場所：大阪大学吹田キャンパス 情報科学研究科 A 棟 110 講義室 

プログラム： 

1．開会の挨拶 鷲田清一 大阪大学総長 

2．基調講演「大学におけるワーク・ライフ・バランスの実現を目指して」 

板東久美子 文部科学省生涯学習政策局長 

3．講演「データに基づく男女共同参画」 

川口章 同志社大学政策学部教授 

4．報告「大阪大学における男女共同参画の取組状況」 

    頼本維樹 大阪大学男女共同参画推進オフィス室長 

5．報告「研究支援員制度とワーク・ライフ・バランス」 

6．パネル討論会「ワーク・ライフ・バランス実現への大学の取組」 

司会：松繁寿和 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

パネリスト： 

  板東久美子 文部科学省生涯学習政策局長 

川口章 同志社大学政策学部教授 

大野ゆう子 大阪大学大学院医学系研究科教授 

篠原美紀 大阪大学蛋白質研究所准教授 

7．閉会の挨拶 頼本維樹 大阪大学男女共同参画推進オフィス室長 
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参加者アンケート結果 

 当日参加者に配布したアンケートの集計結果の一部を以下に紹介する。 

参加者 107 人のうち 54 名から回答があり、回答率は 50.5%であった。 

 

①参加者と回答者について 

 

 参加者・回答者ともに、大阪大学職員が半数以上占める結果となった。 

 

②シンポジウムを知った経路 

 

 シンポジウムを知った経路としては、大阪大学各部局内の広報が最多となった。これは、

参加者に大阪大学職員の割合が高いことに起因していると考えられる。学内の教員や学生、

さらに学外への周知が課題と言える。 
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阪大ホームページのトップページ

KOAN

多様な人材活用推進本部ホームページ

大阪大学各部局内の広報

知り合いからの紹介

男女共同参画推進オフィスからの直接のメール

大学内のメーリングリスト

その他

シンポジウムを知った経路（n=54）
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③過去のシンポジウム出席状況 

 

 今回が初めての出席という参加者が約 8 割という結果となった。より多くの構成員に意

識啓発が行えるよう、こういった全学的なシンポジウムを継続的に実施していく必要があ

る。 

 

④男女共同参画推進に関連する事項の認知度 

 

平成 22 年度から、多様な人材活用推進委員会は多様な人材活用推進本部に、女性研究者

キャリア・デザインラボは男女共同参画推進オフィスに、それぞれ改組されたが、認知度

はいずれも 7 割前後と高い結果となった。これは、学内の広報誌で男女共同参画の取組が

特集されたこと、また各種情報の発信及びイベントの広報活動等を行ってきたことが一因

であろう。 
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（５）自由記述について 

シンポジウムについて良かったと思われる点 

まず、「研究支援員制度とワーク・ライフ・バランス」における利用者・支援員からの報

告についての評価が高く、17 件の記述があった。「研究支援員制度を利用されている方の実

情、生の声を聞くことができた」など、昨年同様、利用者本人からの報告があったこと自

体を評価する記述が目立つ。「是非続けて頂きたい取り組みだと思いました。」など、継続

的取組として期待する声もあった。今後の課題としては、「研究支援員制度の実情報告、こ

れはもっと研究者にアピールされてはどうでしょうか」「いろいろな制度を事務職員でも知

らないことだらけでしたので、教員はもっと知らないと思います。研究支援員制度なども

っと広報するべきだと思いました。」といった意見に見られるように、今後いかにしてさら

に制度を周知・アピールしていくかということである。この点において、こういった全学

的シンポジウムは有効な一手段であると考えられる。 

次に、シンポジウム全体の内容を評価する記述が 17 件あった。その中でも、講演者への

評価が高く、「国内外の現状、学内の現状について、講演者のわかりやすい発表により、よ

く理解できてよかった。」「いろんな立場の方の話を同時に聞くことができたので、男女共

同参画推進の情勢を流れを追って理解することができた。」など、それぞれの取り組みが比

較できた点がよかったとする意見が多く見られた。 

パネル討論に関する記述は 8件あり、「先生方の生の職場や家庭の状況についてくわしく

お聞かせ頂けてよかった。」「現場の声や経験談が聞けて良かったです。」など、実体験に基

づいた討論を評価する記述があった。 

 

シンポジウムについて改善するべきであると思われる点 

各講演及びパネルディスカッションについて、「１つ１つの講演時間が短く、内容を省か

ざるを得ない状況であったのが、もったいなかった。」「内容が盛りだくさんすぎて時間が

足りなかった。阪東局長のお話をもっと伺いたかった。」など、時間配分に関する要望が 9

件あった。次回シンポジウムでは、講演内容や時間配分について検討する必要がある。 

 また、豊中キャンパスでのシンポジウム開催を希望する声もあった。 

 

次回シンポジウムで取りあげて欲しいテーマ 

「女性の学生の増への取り組み」「事務職員の女性の阪大の取り組みについて」「勤務時

間短縮を実現していくためには、どのような取り組みを行うべきか。」「大学教員の個人評

価のあり方」「外国で経験をつまれてきた人の実体験にもとづくような講演」など、11件の

記述があった。 

 

大阪大学における男女共同参画の取り組みについての要望 

「教員のみならず事務職員の女性増加を望みます。」「ぜひ学生への働きかけも今後すす
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めて行っていただきたい。」など、教員以外の職員・学生も含めた全学的な取組を期待する

声が目立った。また、「もっと男性に参加してほしいと思います。」といった、男女含めた

意識改革を求める意見もあった。 

その他、「子の看護の休暇は小学校低学年まで延長すべき」「外国のとり組み事例も取り

あげてほしい。」という記述があった。 

男女共同参画に関するアピールについては、「活動の広報がさらに必要」との意見があり、

ホームページでのシンポジウム資料公開を求める意見も寄せられた。 

 

２）第 5 回大阪大学男女共同参画シンポジウム（平成 23 年度） 

多様な人材活用推進本部及び男女共同参画推進オフィスは、12月12日（月）にコンベ

ンションセンターで、大阪大学第5回男女共同参画シンポジウム「男女がともにいきいき

と働けるキャンパスを目指して」を開催した。当日は本学教職員や学生、他大学の関係

者など、約100名の参加があった。 

基調講演として、沖縄科学技術大学院大学久保真季副学長にご講演いただき、さらに、

パネル討論会では、研究支援員制度や保育園を利用しながら働く現状などについて、参

加者も交えて活発な討論がなされ、「男女共同参画」への関心の高さが伺われるものとな

った。 
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シンポジウムプログラム 

大阪大学第 5 回男女共同参画シンポジウム 

「男女がともにいきいきと働けるキャンパスを目指して」 

日時：平成 23 年 12 月 12 日（月）13:30 ～16:10 

場所：大阪大学吹田キャンパス コンベンションセンター会議室 1 

プログラム： 

1．開会の挨拶 平野俊夫 大阪大学総長 

2．基調講演「大学における男女共同参画の今後の方向性」 

久保真季 沖縄科学技術大学院大学副学長 

3．報告「大阪大学における男女共同参画の取組状況」 

    頼本維樹 大阪大学男女共同参画推進オフィス室長 

4．パネル討論会 

司会：中村春木 大阪大学蛋白質研究所教授 

パネリスト： 

久保真季 沖縄科学技術大学院大学副学長 

宇山浩 大阪大学大学院工学系研究科教授 

篠原美紀 大阪大学蛋白質研究所准教授 

帯野千登勢 大阪大学たけのこ保育園園長 

宇仁管清美 大阪大学まきば保育園園長 

野田博之 大阪大学医学部附属病院特任講師 

5．閉会の挨拶 尾山眞之助 大阪大学理事・多様な人材活用推進本部長 
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参加者アンケート結果 

 当日参加者に配布したアンケートの集計結果の一部を以下に紹介する。 

参加者 99 人のうち 64 名から回答があった。回答率は 64.6%であり、過去最高となった。 

 

（１）参加者と回答者について 

 

参加者の内訳は、大阪大学職員の割合が最も高く、大阪大学教員・研究員と合わせると 9

割近い。 

 

（２）シンポジウムを知った経路 

 

シンポジウムを知った経路としては、大阪大学各部局内の広報の割合が最も高く、次い

で男女共同参画推進オフィスからのメール、大学内のメーリングリストの順となった。 
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シンポジウムを知った経路（複数回答可）
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（３）過去のシンポジウム出席状況 

 

今回が初めてという参加者が 7 割近くを占めたが、リピーターも 3 割と少なくない。 

 

（４）男女共同参画推進に関連する事項の認知度 

 

 

「多様な人材活用推進本部」「男女共同参画推進オフィス」「研究支援員制度」における

認知度は 7 割～8 割となり、過去のアンケートと比較して最も高い結果となった。これは、

本学において男女共同参画の取組が浸透してきている成果と言えるが、シンポジウムに参

加していない層における認知度は、参加者よりも低いことが想定されるため、さらに周知

を徹底していく必要がある。 

また、今回新たに設問とした「男女共同参画セミナー（年 2 回開催）」は 6 割強の認知度

であった。 
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第4回出席

第5回出席

無回答

過去のシンポジウム出席状況
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多様な人材活用推進本部

男女共同参画推進オフィス

研究支援員制度

男女共同参画セミナー

（年2回開催）

男女共同参画推進に関連する事項の認知度

以前から知っていた 知らなかった 無回答
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（５）自由記述について 

シンポジウムについて良かったと思われるもの（選択式・複数回答可） 

 

 

まず、パネル討論会に関する記述が 30 件あり、その中でも保育園に関するものが多く見

られた。とりわけ、質疑応答での活発な議論を評価する記述が多く、「保育所利用者からの

生の意見が聞けて、参考になった。」「参加者からの切実な意見が聴けて興味深かった。」「大

学がかかえている問題（待機児童等）が浮き彫りになり意識が高まりました。」など、問題

意識の共有が行われたことがうかがえる記述もあった。 

 次に、基調講演に関する記述が 17 件あり、「国としての姿勢を示していただき、心強か

った。」「男女共同参画の考え方や日本の現状がよくわかった。」「大学を大企業として捉え

る視点が新鮮だった。」など、講演内容を高く評価する記述が見られた。 

報告については 9 件の記述があり、「阪大の現状が分かった。」「知らない支援もあったの

で参考になりました。」など、このシンポジウムが制度周知に役立っていることがうかがえ

る意見もあった。 

 

特に興味が持てたテーマ 

 保育園に関連する記述が 27 件あり、その中でも待機児童や院内保育園への関心が高い。

具体的には、「保育園待機０（ゼロ）が当然であるという言葉。このことについてもっとほ

りさげて話し合っていくべき。実際に対策すべきであると思います。」「保育園の待機問題。

院内保育所は必要だと思う。」などの記述があった。 

次いで、育児休業に関する記述が 7 件あった。男性の育児休業については、「女性でも育

休について罪悪感があり、まして、男性にとって、取得できるでしょうか。」「男性が育休・

短時間勤務をすることで女性もなお利用しやすい環境になると思います。」など、環境整備

だけではなく、意識改革や周知が必要だという意見が見られた。 

25
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39

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

基調講演

報告

パネル討論会

無回答

シンポジウムでよかったと思われるもの（複数回答可）
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 研究支援員制度に関する記述は 4 件あり、支援を受ける研究者、支援をする学生双方に

おいてメリットがある制度であることを評価する意見があった。 

 

シンポジウムについて改善するべきであると思われる点 

シンポジウムの内容についての記述は 6 件あり、「研究者を中心とした内容だったので、

もっと職員についての実態やデータ等知りたかった。」「よりテーマをしぼって詳しい議論

をすべきではないか」「子育てのみをテーマにしないでほしい。」などの意見があった。 

また、シンポジウムの形式については「パネルディスカッションが非常に良かったので、

討論形式、参加型の講演を増やしてほしい。」との意見も見られた。 

 

次回シンポジウムで取りあげて欲しいテーマ 

「他大学の取組紹介」「男性の育児」「修士・博士課程の時期における出産・育児の問題」

「ポジティブアクション」「女性教員を増加させる方法」など、12 件の意見があった。 

 

大阪大学における男女共同参画の取り組みについての意見・要望 

 学内保育園に関する記述は 6 件あり、「保育所全く足りていません。入りたくても入れま

せん。」「待機児童をゼロにして下さい。」など、切実な保育園の定員増加を求める声が目立

った。また、「院内保育園は必ず必要だと思う。」「たけのこ保育園など学内施設をもっと学

内関係者に開いていくべきだと思った（費用等）。」などの意見もあった。 

 なお、学内保育園の定員については、平成 23 年度から定員を 99 名から 125 名に増やし

ているほか、平成 24 年 10 月に豊中キャンパスに「まちかね保育園」（定員 60 名）が開園

することとなっている。 

その他の具体的な要望としては、「育休や短時間勤務の制度は充実しているが、実際に取

得すると周囲にかなりのシワ寄せがいってしまうしくみを改善してほしい。」「就学前の子

供だけでなく、小学校（特に低学年）に通う子供を持つ親への支援もお願いしたい。」とい

うもの、「非常勤職員」「家族帯同留学生」へのサポートを求めるものがあった。 

 本学では、育児・介護中の教職員に対して、育児休業等取得中の余剰人件費による非常

勤講師や特任教員による代替を可能とする制度や、研究支援員を配置する制度など、現状

においても数々の支援策を講じているが、これらについての周知が徹底されていないこと

が浮き彫りとなった。 

 

  



92 

 

 

９－２．男女共同参画セミナー 

 

平成 22 年度 

第 1 回男女共同参画セミナー 

「女性研究者の採用加速と男女共同参画」 

日時：平成 22 年 9 月 22 日（水）14:00～17:00 

場所：大阪大学 IC ホール 4 階会議室 

講師：朴木佳緒留神戸大学前男女共同参画推進室室長 

（人間発達環境学研究科長） 

束村博子名古屋大学男女共同参画室室長 

（生命農学研究科准教授） 

 

当日は、本学からは、関係部局長、多様な人材活用

推進本部委員、男女共同参画推進オフィス室員のほか、多数の教職員や学生が参加した。 

 両講師からは、女性研究者の採用加速や、ワーク・ライフ・バランスの取組み、意識啓

発などについて、実際の苦労談なども交えながら、具体的にそれぞれの大学の状況につい

てご講演いただいた。 

 特に、女性研究者の採用加速について、両大学は今年度から科学技術振興調整費「女性

研究者養成システム改革加速」（以下「加速プログラム」）に採択されていることから、「加

速プログラム」への申請に当たっての各大学内での調整における苦心や、実効性のある女

性研究者の採用方法の工夫などについての詳細な講演があり、講演後も女性研究者の具体 

的な公募方法などをめぐり、活発な意見交換や質疑応答が行われた。 

 

第 2 回男女共同参画セミナー 

「若手女性研究者・女子学生と男女共同参画」 

日時：平成 23 年 3 月 10 日（木）13:30～16:00 

場所：大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻視聴覚   

   室 

講師：犬塚典子京都大学女性研究者支援センター特任 

教授 

  藤原康文大阪大学大学院工学研究科教授 

 

 国立大学の中でも男女共同参画の推進について先進

的な取組を実施している京都大学女性研究者支援セン

ターの犬塚典子特任教授を講師としてお招きし、若手女

性研究者や女子学生を増加させるための国の施策や、ア
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クションプラン等具体的な大学の取組状況についてご講演いただいた。 

また本学からは、工学研究科の藤原康文教授より、オープンキャンパス、関西科学塾、

女性研究者とその卵達の集いなど工学部独自の取組についてご紹介いただき、これらの活

動をどのように全学的に広げていくかが今後の課題として述べられた。その後全体討論が

行われ、女性研究者の採用加速や研究者を目指す女子中高生に対する活動などについて活

発な意見交換が行われた。 

 

平成 23 年度 

第 1 回男女共同参画セミナー 

「仕事・家庭の両立と男女共同参画」 

日時：平成 23 年 10 月 3 日（月）15:00～17:30 

場所：銀杏会館大会議室 

講師：篠原美紀大阪大学蛋白質研究所准教授 

則末尚志大阪大学総務企画部企画推進課特任 

研究員 

 

「仕事・家庭の両立と男女共同参画」をテーマに、

本学蛋白質研究所の篠原美紀准教授と本部事務機構

の則末尚志特任研究員を講師として、それぞれお話

を伺った。 

まず、篠原講師からは、これまで研究と家庭・子育てを両立しながら、研究成果を上げ

ていかれた経緯やその苦労話などを具体的なエピソードを交えてご講演いただき、参加者

の関心を呼んでいた。 

また、則末講師からは、吹田キャンパスに設置されている 2 つの保育園の設置経緯や利

用状況についてお話があり、さらに、早ければ来年度に豊中キャンパスに開設予定の新た

な保育園について、概要の説明をいただいた。特に、新設の保育園については、参加者の

期待も大きく、真剣に聞き入る様子が伺えた。 

続いて、本学で働きながら子育て及び介護に取り組んでいる教員に好評の制度である、

「研究支援員制度」について、実際に利用されている研究者と支援を行っている学生にご

登場いただき、普段の支援の様子や、今後の展望など様々なお話を伺った。 

本セミナーには、学内・学外を問わず、多数の教職員や学生が参加し、熱気あふれるセ

ミナーとなった。 
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第 2 回男女共同参画セミナー 

「府大と阪大徹底比較！―男女共同参画推進の取り

組みについて―」 

日時：平成 24 年 3 月 6 日（火）14:00～15:30 

場所：銀杏会館大会議室 

講師：田間泰子大阪府立大学女性研究者支援セン  

ター長  

 

 大阪府立大学女性研究者支援センター田間泰子セ

ンター長をお招きし、大阪府立大学での男女共同参

画推進の取り組みについてご講演いただいた。続い

て、本学の取り組みの報告を行った。また、質疑応答の時間には、参加者と講演者との意

見交換がなされ、大変意義深いセミナーとなった。 
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９－３．多様な人材活用推進本部ホームページの立ち上げ、運営 

「多様な人材活用推進委員会」から「多様な人材活用推進本部」へ組織が移行したこと

に伴い、従来の「多様な人材活用推進委員会」のホームページも「多様な人材活用推進本

部」のホームページに移行することとなり、推進本部のホームページを立ち上げた。「男女

共同参画推進オフィス」のホームページもその中に組み込まれた。研究支援員制度をはじ

めとする女性研究者支援に関する情報も、すべて推進本部ホームページに移設され、継続

されている。 

また、本推進本部ホームページを外部から参照しやすくするため、大阪大学ホームペー

ジのトップページに「多様な人材活用推進本部（男女共同参画、障害者雇用）」の特設リン

クを設け、そこから直接、多様な人材活用推進本部ホームページに入れるようにした（な

お、同ホームページは、多様な人生活用推進本部が平成 24年 3月末に廃止されるのに伴い、

同年 4 月新しいホームページとなる予定。）。 

 

９－４．阪大ＮＯＷ特集号 

2010（平成 22）年 8 月号において、「クローズアップ」として、男女共同参画の特集「大

学全体の活性化を目指して―男女共同参画の推進」（4 ページ）が組まれた。 

本特集において、多様な人材活用の推進の基本理念と男女共同参画推進の位置づけ、推

進体制の一新強化、本学における男女共同参画の現状、「男女共同参画推進オフィス」の活

動について紹介し、啓発普及を図った。 
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１０．学生への教育活動 

 

１０－１．全学共通教育基礎セミナー「育児力を育む」  

医学部保健学科の教員が、医学部以外の学部生を対象に行ったセミナーである。 

成長記録や乳幼児の映像等の具体的な乳幼児の姿を通して、乳幼児期の成長発達の実際

を理解すること、乳幼児および育児に関連するテーマに対する自主的な学習と演習を通じ

て、乳幼児に対する認識を深め、育児に関する将来の生活を考える機会とすること、を目

的とした。 

セミナーの概要は、以下のとおり。 

第 1 回 ガイダンス 

第 2 回 乳児期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 3 回 育児に関するテーマのグループワーク 1 回目 

①離乳食の進め方 

②家庭内で起こる事故と安全対策 

③粉ミルク・紙おむつを使用した場合のコストとエコ 

第 4 回 幼児期の成長発達の特徴・ビデオ視聴 

第 5 回 育児に関するテーマのグループワーク 2 回目 

第 6 回 育児に関するテーマのグループワークの発表と討議 

第 7 回 演習①ベビーモデルを使用した乳児の衣類の着脱、おむつ交換・赤ちゃんの抱き

方 

②調乳と粉ミルクの試飲、市販の離乳食の試食 

第 8 回 大阪大学たけのこ保育園での 1 日（9：00～16：00）見学実習 

 

グループワークでは、3 グループに分かれ、育児に関するテーマについて、インターネッ

トや文献・資料を検索して、グループ内で話し合いながら、発表資料や媒体の作成を行っ

た。その後の発表会では、育児の関する 3 つのテーマについてグループワークした内容を、

パワーポイントを使用して、発表を行い、その後活発な質疑応答を行った。 

また、演習では、1 人ずつモデル、新生児人形を使用して、赤ちゃんの衣服の着脱、おむ

つ交換を行い、赤ちゃんの抱き方を実習した。 
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受講生の感想（抜粋） 

・大学でこんなことが勉強できると思っていなかったので、感激でした。 

・今までぼんやりとした認識しかなかった乳幼児のことについて、しっかりした知識を得

られたと同時に、育児の難しさ、大変さを改めて感じました。 

・これほど理論的なことから実践的なことまで学ばせてもらえると思っていませんでした。 

・少子化といわれる昨今の日本社会ではあるが、子どもの教育だけでなく、子どもを教育

する側への教育が重要であると思った。そんな中私はこのような貴重な経験ができて大

変よかったと思っている。 

 

平成 22 年度は、募集条件として、医学部保健学科の看護学専攻の学生を除外するように

した。看護学専攻の学生は、小児看護学の講義で学習する機会があるので、学習の機会が

ない学生の受講を優先した。受講した学生は、人間科学部、経済学部、歯学部、工学部、

外国学部の男子４名女子 10 名の計 14 名であり、夏季休業期間にたけのこ保育園での自主

的な保育実習は６名が行った。保育園の子どもの学生に対する反応は、非常によく、好意

的に受け止められていた。学生も、充実した実習時間となっていた。 

平成 23 年度は、11 名の希望者がいたが、最終的には 9 名が履修し、男子 4 名、女子 5

名であった。講義の形式は、夏季集中型から隔週講義と夏季１日集中演習に変更した。乳

児期から幼児期までの発達についての講義を行い、育児に関するテーマでの個人ワークを

発表するという内容とした。個人ワークでは、「離乳食」「男性の育児参加」「乳幼児の起り

ややすい事故」などをテーマに自己学習したことを熱心にプレゼンテーションし、質疑応

答も活発に行われた。１日の集中講義では、個人ワークの発表と午後から演習を実施した。 

夏季休業期間の自主的な保育実習は、9 名全員が希望したが、当日の体調不良のため、最終

的には７名の学生が、たけのこ保育園で実習し、子どもたちからも歓迎され、子どもとし

っかり接する機会となった。 

 

１０－２．医学部保健学科の保育実習 

１）保育実習の実施の経過 

 医学部保健学科では、2 年生の後期に開講している「小児看護対象論 II」の講義の中で、

乳幼児の成長発達を学習した後、1 日間保育実習を実施している。少子化の影響のためか、

きょうだいも少なくなり、身近に乳幼児と接する機会がほとんどないまま大学に入学する

学生が年々増加している。子どもに対する具体的なイメージがないまま、講義で子どもの

成長発達を学んでも、子どもを理解し適切な支援を実施することがむずかしくなってきて

いる。また、子どもには興味や関心があるのに、子どもに接する自信がなく、苦手意識を

持つ学生も多い。 

そこで、数年前から、豊中市の協力を得て、豊中市の保育所 14 箇所での保育実習を実施し

てきた。大学の「たけのこ保育園」が完成した平成 20 年からは、一部の学生の保育実習を
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受け入れてもらうことになった。 

２）保育実習の目的と実習内容 

 保育実習の実習目標は次のとおりである。 

①実習クラスの子どもの生活行動を観察することで、そのクラスの子どもの成長発達段

階の特徴がわかる 

②保育士のクラスの子どもへのかかわりを観察することで、成長発達段階に応じた保育

の実際を知る 

③保育士の助言にそって、クラスの子どもへの遊びや話しかけができる 

保育実習の前に、学生には乳幼児と接する時の安全や事故防止などの注意事項、自分の

健康状態のチェック、保育実習での服装等のオリエンテーションを実施する。 

実際には、４セメスターの講義の 4 コマを使用して、1 日間（9：00～16：00）の実習を

行っている。実習では、保育所で受け持ちクラスを決め、1 クラス 1 名の学生が受け持ち

クラスの乳幼児の世話や遊びを、保育士の指導のもとに実践する。 

 

３）「たけのこ保育園」での実習 

平成 22 年度、23 年度は 11 月に、各４名の学生が保育実習を行った。 

 

４）保育実習での学習効果 

保育実習での学習効果は、豊中保育所と「たけのこ保育園」で実習した学生 82 名の実習

レポートの記載事項の分析を行い、評価した。 

乳幼児の成長発達に関して、100%の学生が乳幼児の成長発達について記載し、認知的側

面 88%、対人関係 78%、生活行動 78%の記載があり、1 日間の短い実習ではあるが、講義

のすぐ後に乳幼児と接することから、乳幼児の成長発達について十分理解できたと思われ

る。 

保育の実際では、96%の学生が記載しており、生活行動への援助 88%、認知・運動機能

への援助 79%の記載であった。保育の専門家である保育士が、乳幼児にどのように働きか

けているかを実際にみることで、子どもの発達段階や個性に応じてどのように対応する必

要があるのかを学ぶことができたと思われる。 

 

５）学生の意見や感想から 

学生の自由な感想や意見から一部を抜粋した。 

・子どもは本当に未知の能力を一杯もっていて、成長発達の段階をみていくことにすごく

興味を持った。子ども自身が自尊感情をもち育む保育とは、人間関係がベースに出来てお

り、感情や気持ちを出すことでその感情や気持ちを大事にしてもらえているという感覚を

持たせることが大切だと学んだ。 

・子どもはひとりひとり個性があり、それぞれの成長には個人差があるので、そういう点
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を十分に把握して接することがとても大切であるとわかった。保育士さんは、常に子ども

たちの行動に目を配り、ささいなことでもいいところを気づいて褒めてあげていた。褒め

ることは正の連鎖になると思った。 

・何もかも手助けしたくなるのをこらえて、子どもたちの力を信じて一歩ひいた所から見

守るのが、子どもの成長につながっていくと思った。子どもたちは大人の真似をしようと

するので、私たちは子どもの前で責任あるきちんとした行動をとる必要がある。 

・小さい子どもたちと触れ合うことができ、その可愛さに心から惚れ込んでいる自分がい

た。また、一生懸命に生きる子どもたちからたくさんの元気を分けてもらった気がする。 
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１１．地域連携型学際的研究の推進 

 

１１－１．学外でのシンポジウム等への参加（情報収集と情報発信） 

男女共同参画推進オフィス室員や多様な人材活用推進本部員が、以下のシンポジウムや

セミナーに参加して、情報収集や意見交換を行った。 

 

平成 22 年度 

 平成 22 年 6 月 24 日・25 日 大学・研究機関のための男女共同参画推進研修（国立女

性教育会館） 

 平成 22 年 9 月 13 日 科学技術振興調整費「女性研究者養成システム改革加速」『杜の

都ジャンプアップ事業 for 2013』シンポジウム 2010 ― 今何が必要か 各大学の取り

組みに学ぶ ―（仙台国際センター） 

 平成 22 年 10 月 5 日・6 日 女性研究者支援システム改革プログラム事業合同シンポ

ジウム「未来を築く女性研究者の飛翔に向けて」（京都大学）本学より口頭発表及びポ

スター発表。 

 平成 22 年 10 月 7 日 第 8 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム（理化学研究所 

和光研究所） 

 平成 22 年 12 月 1 日 第 2 回中国四国男女共同参画シンポジウム「持続可能社会に向

けての男女共同参画～女性研究者支援モデル事業から見えてきたもの」（松江東急イン）

本学教員が講演。 

 平成 22 年 12 月 13 日 奈良先端科学技術大学院大学男女共同参画シンポジウム「ワー

クライフバランスとキャリアアップ・新しい時代の働き方」（奈良先端科学技術大学院

大学） 

 平成 23 年 3 月 20 日 「女子中高生のための関西科学塾 2011」（神戸大学） 

 

平成 23 年度 

 平成 23 年 6 月 9 日 第 11 回日本蛋白質科学会年会男女共同参画ワークショップ（ホ

テル阪急エキスポパーク）本学教員が講演。 

 平成 23年 7 月 14 日 第 1 回おおさか男女共同参画促進プラットフォーム（大阪府庁）

本学教員が大阪大学の取組を報告。他機関との情報交換。 

 平成 23 年 10 月 21 日 第 2 回おおさか男女共同参画促進プラットフォーム（ドーンセ

ンター）大阪大学、大阪府など他機関とのメーリングリスト構築、情報交換。 

 平成 23 年 10 月 31 日 第 9 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム（筑波大学 大

学会館）本学よりポスター発表。 

 平成 23 年 11 月 1 日・2 日 女性研究者研究活動支援事業合同公開シンポジウム「女

性研究者支援に向けた持続可能な取組の実現」（筑波大学東京キャンパス文京校舎）本
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学より口頭発表及びポスター発表。 

 平成 24 年 2 月 岐阜大学外部評価委委員 

 平成 24 年 3 月 9 日 「大阪大学大学院工学研究科/工学部における男女共同参画への

取り組み」（北海道大学）本学教員が講演。 

 

１１－２．他機関の来訪による情報交換 

 女性研究者支援モデル育成事業開始後、同じプロジェクトに採択された機関同士の交流

が盛んに行われたが、平成 22 年度以降は、プロジェクト採択機関だけでなく、民間との交

流も活発に行った。 

 

・ （社）日本リサーチ総合研究所主任研究員 小林貴博氏、桜井昭氏 

（平成 23 年 2 月 25 日）［首都大学東京からの委託］ 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長、則末尚志企画推進課特任研究員 

内容：男女共同参画推進及びダイバーシティ（多様性）推進に関するヒアリング  

・ （株）テンプスタッフ 奥谷良樹氏、関さと子氏（平成 23 年 6 月 29 日） 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

内容： 大阪府「バイオ人材マッチング推進委託事業」についての情報交換 

・ （国）岐阜大学総務部長 坪内孝治氏（平成 23 年 7 月 7 日） 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

内容： 岐阜大学における「女性研究者支援モデル育成事業」についての情報交換 

・ （国）東京大学 三浦有紀子氏（平成 23 年 7 月 21 日） 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

内容：「女子中高生のための関西科学塾 2012」取組内容についての情報交換 

・  関西学院大学 清水英子氏（平成 23 年 9 月 6 日） 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

内容：研究支援員制度の内容、運用の実際、効果等についての情報交換 

・ （国）大阪教育大学 谷口一美氏（平成 23 年 9 月 15 日） 

対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

内容：両大学における男女共同参画の取組について情報交換 

・ （財）21 世紀職業財団兼田亜貴氏（平成 23 年 9 月 26 日） 

  対応：頼本維樹男女共同参画推進オフィス室長 

  内容：女性の活用推進状況に関するヒアリング 

 

１１－３．社学連携活動 

以下のような活動を通じて、学外の諸機関との連携を図った。 

① 女子中高生理系進路選択支援事業への協力 
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この企画は、理系に進学することをためらいがちな女子高校生に対して、女性研究者や

女子学生がロールモデルを示すと同時に、実験・実習などを通じて理工系学問のおもしろ

さを知らせ、理系進学を考えてもらうことを目的としている。 

平成 23 年度は大阪大学が主催として「女子中高生のための関西科学塾 2012」を実施し

た（詳細については、第Ｉ章７参照）。 

 

② 広報・社学連携オフィスの「大阪大学 21 世紀懐徳堂」の共催を得て実施したイベント

など 

 女子中高生のための関西科学塾 2012 

 

③内閣府男女共同参画局のウェブページにメッセージ掲載 

内閣府男女共同参画局のウェブページ「チャレンジキャンペーン～女子高校生・女子学生

の理工系分野への選択」へ、共催団体として次ページのようなメッセージを掲載し、平成

23 年度に更新した。 

http://www.gender.go.jp/c-challenge/kyousai/kokuritsu/010.html 

 

http://www.gender.go.jp/c-challenge/kyousai/kokuritsu/010.html
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④財団法人 21 世紀職業財団ポジテイブ・アクション応援サイトへの協力 

財団法人 21 世紀職業財団のウェブページ「ポジテイブ・アクション応援サイト」に大阪

大学の男女共同参画推進の取り組み状況が紹介された。 

http://www.positiveaction.jp/pa/search/detail.php?company_id=576 
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第 II 章 工学研究科独自の取り組み 

 

 工学研究科では独立法人化を機に、7 つの室（運営企画室、教育学務室、社会連携室、評

価室、財務室、総務広報室（平成 20 年度から総務室）、国際交流室）が研究科長・評議員・

副研究科長・室長からなる役員会の下に配置されている。平成 17 年度にフロンティア研究

機構（文部科学省科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラム）のサポートにより

実施された FRC プロジェクト「科学・工学領域の女性研究者増加可能性をめぐって－課題

の検討と大阪大学大学院工学研究科への提案－」からの提案を受けて、平成 18 年度、総務

広報室内に男女共同参画ワーキンググループが新たに設置され、目標値「外国籍および女

性教員の比率 20%以上」を達成する方策を検討することになった。そのワーキンググルー

プの主査は総務広報室員が務め、工学部 5 学科（応用自然科学科、応用理工学科、電子情

報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合工学科）からの推薦のメンバー（5 名）と主

査推薦のメンバー（5 名、平成 20 年度からは 6 名）からなっている。平成 23 年度のメン

バー構成は男性教員（教授、准教授）6 名、女性教員（教授、准教授、講師、助教）6 名で

あり、女性教員比率 50%となっている。 

工学研究科では男女共同参画ワーキンググループを中心として、下記の取り組みを行っ

ている。 

 

 １．女子高校生のためのオープンキャンパス 

 女性研究者の卵である女子学生構成比率を高めることを目的に、平成 19 年度から毎年、

工学部オープンキャンパスの際に「女子高校生のためのオープンキャンパス」を実施して

いる（図 4-1-1）。このイベントは講演会と懇親交流会の 2 部構成となっている。 

講演会では、現役の女性研究者・技術者・学生からのメッセージを通して、女子高校生

に工学分野における自分自身の新しい可能性を見出してもらうことを目的としている。具

体的には、各方面で活躍されている女性研究者・技術者を主に学外から迎え、研究の面白

さは勿論のこと、キャリアパス形成で直面した様々なエピソードについて紹介していただ

いている（図 4-1-2）。また、現役の女子大生には各自の研究内容に加えて、入学後の学生

生活について紹介していただいており、平成 22 年度は学部生に、平成 23 年度は大学院生

と学部生に講師をお願いした。さらに、平成 23 年度は工学部・工学研究科における女子卒

業生の就職状況についてデータを提示した。 
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図 2-1-1 第 5 回女子高校生のためのオープンキャンパス 
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平成 22・23 年度に実施した講演会のプログラムは下記の通りである。 

------------------------------------------------------------------------ 

＜平成 22 年度＞  

平成 22 年 8 月 10 日（コンベンションセンター2 階会議室）、参加者数 137 名 

（１）挨拶  

大阪大学大学院工学研究科 副研究科長  神戸 宣明 

（２）活躍されている女性研究者・技術者からのメッセージ 

    神戸大学  相馬 芳枝 

大阪大学大学院工学研究科  鈴木 幸子 

（３）女子阪大生からのメッセージ 

    機械工学専攻  岡林 希衣 

電気電子情報工学専攻  升田 恵子 

地球総合工学専攻  北本 理紗 

＜平成23年度＞ 

平成 23 年 8 月 10 日（コンベンションセンター2 階会議室）、参加者数 155 名 

（１）挨拶  

大阪大学大学院工学研究科 研究科長  馬場 章夫 

（２）活躍されている女性研究者・技術者からのメッセージ 

    農業・食品産業技術総合研究機構  和木 美代子 

株式会社竹中工務店  池内 邦江 

（３）工学部の女子卒業生の就職状況  

大阪大学大学院工学研究科  小浦 久子 

（４）女子阪大生からのメッセージ 

   電気電子情報工学専攻  升田 恵子 

環境・エネルギー工学科  平井 利枝 

------------------------------------------------------------------------ 
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一方、懇親交流会では、女子高校生が工学分野に抱いている夢や希望、入学後の学生生

活について意見交換を行い、進路選択に役立ててもらうことを目的としている。懇親交流

会は講演会に引き続いて学内レストランで開催し、ワーキンググループメンバーは勿論の

こと、講演会の講師や各専攻からの女子大学院生にも参加していただいている（図4-1-3）。

参加者数は毎回、50名程度であるが、女子高校生が興味ある工学分野の教員・学生を捕ま

えて、熱心に質問をしている光景は印象的である。 

 

 ２．女性研究者とその卵たちの集い 

 工学部・工学研究科における女子学生比率は専攻・学科に依存して、大きな偏りがある

のが現状である。本取り組みは、女性教員・研究者・学生が簡単な食事や飲物を手に、こ

れまでの学生生活や研究活動についての意見交換を行い、学科や専攻の壁を超えて相互の

交流を深めること（専攻・学科横断型ネットワークの構築）を目的としている。平成19年

度より毎年1回、学内レストランにおいて開催している（平成20年3月18日、平成21年1月

21日、平成22年2月12日、平成22年11月29日、平成23年12月13日）。平成22年度からは、

交流会の前に特別講演会を企画し、第一線で活躍されている女性研究者に現在の研究内容

は勿論のこと、研究を志した動機や、研究と家庭との両立について講演していただいた（図

2-2-1）。 

  

 

図 4-1-2 女子高校生のためのオープンキャンパス（講演会） 
 

図 2-1-3 女子高校生のためのオープンキャンパス（交流懇親会） 
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図 2-2-1 第 5 回女性研究者とその卵たちの集い 
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これまでに実施した特別講演会のプログラムは下記の通りである。 

------------------------------------------------------------------------ 

＜平成 22 年度＞  

 産業技術総合研究所・室長  美濃島 薫 

東京大学生産技術研究所・教授  大島 まり 

大阪大学大学院工学研究科・教授  加賀有津子 

＜平成 23 年度＞  

 神戸大学・特別顧問  相馬 芳枝 

 大阪大学大学院理学研究科・教授  田島 節子 

------------------------------------------------------------------------ 

参加者数は、初回の平成19年度は33名、平成20年度65名、平成21年度53名、平成22年度

78名、平成23年度82名とわずかずつ増加しており、その関心の高さが伺える（図4-2-2）。

一方、イベント開催にあたり、「男女共同参画にご関心のある男性教員や男性研究者の参

加も大いに歓迎です」と案内していることから、毎回数名の男性教員・男子学生の参加が

ある。 

 

３．ラジオ番組「どんなんかな？工学部」 

工学研究科では広報委員会を中心として、平成17年度より平成22年度まで大学進学を目

指す高校生・受験生およびその保護者等を対象にラジオ番組「どんなんかな？工学部」（朝

日放送）を放送した。本番組は、工学研究科の教員と朝日放送アナウンサーの対談により、

 

図 2-2-2 女性研究者とその卵達の集い 
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研究内容の紹介・解説や、キャンパスライフの実態などを紹介するものである。平成18年

度からは男女共同参画の一環として、女性教員は勿論のこと、女子学生もゲストとして迎

え、工学分野に関する興味や、学生時代の思い出、進路選択時の経験、大学時代の研究が

どのように仕事に活かされているか等について情報発信を行った。 

 

４．女性教職員・研究者・学生を対象とした環境の整備 

工学研究科では平素より女性教職員・研究者・学生を対象とした環境の整備に取り組ん

でいる。女性教職員・研究者・学生を対象とした休憩室・更衣室は既にいくつか設置して

いるが、平成21年度、授乳・搾乳が行える環境を備えた休憩室（1室）を新たに部局経費に

て設置した。 

 



 

 

執筆者（５０音順） 

 

則末尚志  藤原千惠子  藤原康文  頼本維樹 
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